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に
公
布
す
る
。

自 一 職 員
己 号 員 定
啓 の 定 数
発 二 数 条
等 の 条 例
休 次 例 の
業 に 一（
に 次 昭 部
関 の 和 改
す 一 三 正
る 号 十 ）
条 を 二

自 二 員 条 成
己 の 条 例 二
啓 次 例 の 十
発 に 一 年（
等 次 昭 部 四
休 の 和 改 月
業 一 二 正 一
に 号 十 ） 日
関 を 四 か
す 加 年 ら
る え 山 施
条 る 口 行

） （
第
六
条

第
二
十
一
条
）

例 加 年
え 山（

平 る 口
成 。 県
十 条
九 例
年 第
山 十
口 六
県 号
条 ）

例 。 県 す
条 る（

平 例 。
成 第
十 五
九 十
年 九
山 号
口 ）
県 の
条 一

例 の
第 一
五 部
十 を
四 次
号 の
） よ
第 う
二 に
条 改
の 正

例 部
第 を
五 次
十 の
四 よ
号 う
） に
第 改
二 正
条 す
の る

山
口
県
知
事

二

規 す
定 る
に 。
よ
る
承
認
を
受
け
て

規 。
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て

五

井

関

成

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
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す
る
地
域
に
か
か
わ

２ 第 （
れ 二 基 か と

文 ば 条 本 で な
化 な 理 活 る
芸 ら 文 念 力 事
術 な 化 ） に 項
の い 芸 満 を
振 。 術 ち 定
興 の た め

第 一（
一 目 人 こ
条 的 一 こ

） 第 人 に
こ 一 が 、
の 章 燦 私
条 め た
例 総 く ち
は 則 元 は

発 化 ら ゆ
信 私 芸 れ こ と
し た 術 て の り
、 ち に い よ を
将 は 親 る う 失
来 、 し 。 な わ
に こ む 今 時 せ
わ れ こ こ 代 て
た ま と そ に い

戦 き 多
後 こ た く 私
の の 。 の た
経 文 人 ち
済 化 と の
発 的 文 住
展 な 物 む
に 風 が 山
よ 土 交 口

ら
ず
等
し
く
、
文
化
芸
術
を
鑑

に 振 地 る
当 興 域 こ
た に 社 と
っ 当 会 に
て た の よ
は っ 実 り
、 て 現 、
文 は に 文
化 、 寄 化
芸 県 与 芸
術 民 す 術
を の る の

、 気 、
文 県 国
化 を 民
芸 築 文
術 く 化
の こ 祭
振 と ・
興 を や
に 決 ま
つ 意 ぐ
い し ち
て 、 二

り で の 、 あ る
、 培 で 県 っ 。
人 わ き 民 て
々 れ る 一 、
と て 、 人 日
喜 き 真 一 々
び た に 人 の
を 歴 豊 が 暮
分 史 か 自 ら
か と な 信 し
ち 伝 社 と に
合 統 会 誇 潤

っ の 流 県
て も し は
、 と 、 、
今 、 中 三
日 先 世 方
、 哲 の が
物 の 大 海
質 教 内 に
的 え 文 開
な を 化 け
豊 受 を 、
か け は 美

賞
し
、
こ
れ
に
参
加
し
、
又

創 自 こ 振
造 主 と 興
し 性 を に
、 及 目 関
及 び 的 す
び 創 と る
享 造 す 施
受 性 る 策
す が 。 を
る 十 総
こ 分 合

、 こ 〇
基 の 〇
本 条 六
理 例 で
念 を 発
を 制 揮
定 定 さ
め す れ
、 る た
及 。 、
び 文

っ を を り い
て 尊 創 を を
い 重 造 持 与
き し し ち え
た 、 て 、 、
い 多 い 互 人
と 様 か い 々
願 な な の に
う 文 け 価 生
。 化 れ 値 き

芸 ば 観 る

さ て じ し
が 輩 め く
も 出 と 変
た し す 化
ら た る に
さ 多 多 富
れ く 彩 ん
た の な だ
も 逸 文 地
の 材 化 勢
の が 芸 に

は
こ
れ
を
創
造
す
る
こ
と
が

と に 的
が 尊 か
人 重 つ
々 さ 計
の れ 画
生 る 的
ま と に
れ と 推
な も 進
が に し
ら 、 、

県 化
の 芸
責 術
務 を
を 尊
明 重
ら し
か 、
に そ
す の
る 創

術 な を 喜
を ら 尊 び
生 な 重 を
活 い し も
の 。 、 た
中 手 ら
に を し
生 取 て
か り く
し 合 れ
て っ る

、 明 術 恵
そ 治 が ま
の 維 は れ
一 新 ぐ て
方 の く い
で 偉 ま る
、 業 れ 。
経 を 、 い
済 成 歴 く
効 し 史 た
率 遂 を び

で
き
る
よ
う
な
環
境
の
整
備

の そ も
権 の っ
利 能 て
で 力 心
あ が 豊
る 十 か
こ 分 で
と に 潤
に 発 い
か 揮 の
ん さ あ

と 造
と に
も 挑
に 戦
、 す
文 る
化 文
芸 化
術 維
の 新
振 の

い て 文
く 生 化
と き 芸
と て 術
も い を
に く 、
、 た 一
ふ め 層
る に 身
さ 、 近
と 誰 な

優 げ 今 も
先 、 に 歴
の 我 伝 史
風 が え の
潮 国 る 表
は の 個 舞
、 近 性 台
人 代 豊 と
間 化 か な
関 の な っ
係 基 ふ た

が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

が れ る
み る 県
、 よ 民
県 う 生
民 考 活
が 慮 及
そ さ び
の れ 個
居 な 性
住 け 豊

興 精
に 神
関 を
す 受
る け
施 継
策 ぎ
の 、
基 県
本 民

山 も も
口 が の
県 子 と
の ど す
魅 も る
力 の こ
を 頃 と
内 か が
外 ら 求
に 文 め

の 礎 る こ
希 を さ の
薄 造 と 地
化 っ が で
を た 形 は
招 。 づ 、
き そ く 古
、 の ら く
心 後 れ か
の 、 て ら

六
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第
の 五
発 条
展
及 県
び 民
将 は
来 、
の 文

２ 第（ （
県 的 四 市
民 な 県 条 町
の 助 は と
役 言 、 県 の
割 そ 市 は 連
） の 町 、 携

他 が 文 ）
の 自 化

３ ２ 第
う 学 責 三
に 県 校 県 務 条
配 は 、 は を
慮 、 事 、 有 県
し 地 業 前 す は
た 域 者 項 る 、
施 の 、 の 。 前
策 振 市 施 条

６ ５（
県 及 将
の ぼ 文 来 文
責 す 化 の 化
務 影 芸 世 芸
） 響 術 代 術

力 の に の
を 振 引 振
い 興 き 興

４ ３
に 施 な
お 文 設 文 い
い 化 、 化 。
て 芸 学 芸
そ 術 校 術
の の 、 の
価 振 事 振
値 興 業 興

世 化
代 芸
へ 術
の が
継 県
承 民
に 生
配 活
慮 及
す び
る 地
よ 域

必 主 芸
要 的 術
な か の
支 つ 振
援 主 興
を 体 に
行 的 関
う に す
よ そ る
う の 施
努 地 策
め 域 を

を 興 町 策 に
推 に 等 を 規
進 関 の 策 定
す す 間 定 す
る る の し る
よ 施 連 、 文
う 策 携 及 化
努 と を び 芸
め 連 促 実 術
る 携 進 施 の
も し す す 振
の て る る 興

う に 継 に
。 当 が 当
） た れ た
が っ る っ
向 て よ て
上 は う は
す 、 考 、
る 豊 慮 地
よ か さ 域
う な れ の
考 人 な 歴
慮 間 け 史

が に 者 は
認 当 、 、
め た 市 県
ら っ 町 民
れ て 、 、
る は 県 文
よ 、 等 化
う 芸 が 芸
な 術 そ 術
文 、 れ に
化 伝 ぞ 関
芸 統 れ す

う 社
努 会
め に
る お
こ い
と て
に 果
よ た
っ す
て 役
、 割

る の 策
も 特 定
の 性 し
と に 、
す 応 及
る じ び
。 た 実

文 施
化 す
芸 る
術 に

と 文 よ に に
す 化 う 当 つ
る 芸 努 た い
。 術 め っ て

の る て の
振 も は 基
興 の 、 本
を と 県 理
図 す 民 念
る る の に
よ 。 意 の

さ 性 れ 、
れ の ば 風
な 涵 な 土
け 養 ら 等
れ 及 な を
ば び い 反
な 地 。 映
ら 域 し
な 社 た
い 会 特
。 の 色

術 芸 そ る
が 能 の 活
発 、 果 動
展 民 た （
す 俗 す 以
る 芸 べ 下
よ 能 き 「
う 、 役 文
考 生 割 化
慮 活 を 芸
さ 文 認 術

文 に
化 つ
芸 い
術 て
の の
振 理
興 解
に を
積 深
極 め
的 る

の 当
振 た
興 っ
に て
関 は
す 、
る 市
施 町
策 と
を の
策 連

う 見 っ
努 を と
め 反 り
る 映 、
と さ 文
と せ 化
も る 芸
に よ 術
、 う の
行 努 振
政 め 興

発 あ
展 る
の 文
た 化
め 芸
の 術
不 の
可 発
欠 展
な が
基 図

れ 化 識 活
な そ し 動
け の 、 」
れ 他 か と
ば の つ い
な 多 、 う
ら 様 協 。
な な 働 ）
い 文 し を
。 化 て 行

芸 取 う
な と
役 と
割 も
を に
果 、
た 地
す 域
も に
の お
と け
す る

定 携
し に
、 努
及 め
び る
実 も
施 の
す と
る す
こ る
と 。

の る に
各 と 関
分 と す
野 も る
に に 施
お 、 策
い 県 を
て 民 総
、 、 合
文 文 的
化 化 に

盤 ら
と れ
し る
て と
、 と
文 も
化 に
力 、

そ（
文 れ
化 が

術 り 団
の 組 体
保 ま （
護 れ 以
及 な 下
び け 「
発 れ 文
展 ば 化
が な 芸
図 ら 術
ら な 団

る 主
。 体

的
な
文
化

七 芸
術
活
動

を
促
進
す
る
た
め
、
技
術

芸 芸 策
術 術 定
の 団 し
振 体 、
興 、 及
に 文 び
資 化 実
す 施 施
る 設 す
よ 、 る

芸 県
術 民
が 共
人 通
々 の
及 財
び 産
社 と
会 し
に て

れ い 体
る 。 」
と と
と い
も う
に 。
、 ）
国 、
内 文
外 化
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よ
る
学
校
に
お
け
る

第 第（ （
十 学 動 九 子 の
条 校 へ 条 ど 必

教 の も 要
県 育 支 県 の な
は に 援 は 文 施
、 お そ 、 化 策
学 け の 子 芸 を
校 る 他 ど 術 講

第 第（ （
八 高 公 七 県
条 齢 演 条 民

者 、 の
県 、 展 県 鑑
は 障 示 は 賞
、 害 等 、 、
高 者 の 広 参
齢 等 実 く 加

６ ５ ４ ３
い る

前 知 。 知 。 知
三 事 事 事
項 は は は
の 、 、 、
規 基 基 基
定 本 本 本
は 方 方 方

２ 第 （
針 基六

基 」 本条
本 と 方 第
方 い 針 二知
針 う ） 章事
は 。 は
、 ） 文、
文 を 化文

文
化
芸
術
活
動
に
対
す
る
協
力

教 文 の も 活 ず
育 化 必 が 動 る
に 芸 要 行 の も
お 術 な う 充 の
け 活 施 文 実 と
る 動 策 化 ） す
文 の を 芸 る
化 充 講 術 。
芸 実 ず 活
術 ） る 動
活 も の
動 の 充

者 の 施 県 及
、 文 そ 民 び
障 化 の が 創
害 芸 他 自 造
者 術 の 主 の
等 活 必 的 機
が 動 要 に 会
行 の な 文 の
う 充 施 化 充
文 実 策 芸 実
化 ） を 術 ）
芸 講 を

、 針 針 針
基 を を の
本 策 策 案
方 定 定 を
針 し す 作
の た る 成
変 と に し
更 き 当 よ
に は た う
つ 、 っ と
い 遅 て す
て 滞 は

化 策 芸化
芸 定 術芸
術 し の術
の な 振の
振 け 興振
興 れ に興
に ば 関に
関 な す関
す ら るす
る な 基る
施 い 本施
策 。 的

へ
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な

の と 実
充 す を
実 る 図
を 。 る
図 た
る め
た 、
め 子
、 ど
文 も
化 を

術 ず 鑑
活 る 賞
動 も し
の の 、
充 と こ
実 す れ
を る に
図 。 参
る 加
た し
め 、

る
準 な 、 と
用 く あ き
す 、 ら は
る こ か 、
。 れ じ あ

を め ら公 、 か表 山 じし 口 めな 県 、け 文

策
を 施の
総 策総
合 合
的 的
か かつ つ計 計画 画的 的に な推

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

芸 対
術 象
に と
関 し
す た
る 文
体 化
験 芸
学 術
習 の
そ 公

、 又
こ は
れ こ
ら れ
の を
者 創
の 造
文 す
化 る
芸 機
術 会

県れ 化 民ば 芸 のな 術 意ら 審 見な 議 をい 会 反。 （ 映以 す下 る「
こ審

推進 進す をる 図た るめ たの め基 、本
文的
化な
芸事

。 の 演
他 、
の 展
教 示
育 等
の へ
充 の
実 支
、 援
芸 、
術 子

活 の
動 充
が 実
活 を
発 図
に る
行 た
わ め
れ 、
る 文
よ 化

と議
が会
で」
きと
るい
よう
う。
に）
適の
切意
な見

術項
のそ
振の
興他
に必
関要
すな
る事
基項
本を
的定

家 ど
、 も
文 に
化 よ
芸 る
術 文
団 化
体 芸
等 術
に 活

う 祭
な の
環 開
境 催
の 、
整 文
備 化
そ 芸
の 術
他 の

措を
置聴
をか
講な
ずけ
るれ
もば
のな
とら

な す

なめ
方る
針も

の （
以と
下す

る 「
基。
本
方

八
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第
芸 十
術 七
の 条
振
興 県
の は
た 、
め 県

第（ （
情 こ 十 身 保
報 と 六 近 存
の が 条 な そ
収 で 文 の
集 き 県 化 他
及 る は 芸 の
び よ 、 術 必
提 う 県 活 要

第 第（ （
十 文 録 及 十 顕
五 化 及 び 四 彰
条 施 び 文 条 ）

設 周 化
県 の 知 芸 県
は 充 、 術 は
、 実 過 活 、
文 ） 去 動 文

第 （
及 を 十 担 内
び 有 三 い 外
確 す 条 手 に
保 る の 発
を 者 県 育 信
図 、 は 成 す
る 文 、 及 る
た 化 文 び よ

第 第（ （
十 交 能 十 地
二 流 に 一 域
条 の 関 条 の

促 す 特
県 進 る 県 色
は 及 活 は あ
、 び 動 、 る
県 国 へ 地 文

の 民
取 に
組 よ
を る
支 自
援 主
す 的
る な
た 文
め 化
、 芸
文 術

供 に 民 動 な
） す に の 施

る と 場 策
た っ の を
め て 充 講
の 身 実 ず
措 近 ） る
置 な も
を 文 の
講 化 と
ず 芸 す
る 術 る

化 又 を 化
施 は 行 芸
設 現 う 術
の 在 意 活
充 の 欲 動
実 優 を で
を れ 高 顕
図 た め 著
る 芸 る な
た 術 と 成
め 家 と 果
、 そ も を

め 芸 化 確 う
、 術 芸 保 努
教 活 術 ） め
育 動 に る
の の 関 も
充 企 す の
実 画 る と
、 を 創 す
研 行 造 る
修 う 的 。
へ 者 活
の 、 動

民 内 の 域 化
に 外 支 の 芸
よ へ 援 特 術
る の そ 色 の
魅 発 の あ 振
力 信 他 る 興
あ ） の 文 ）
る 必 化
文 要 芸
化 な 術
芸 施 の
術 策 振

化 活
芸 動
術 の
に 促
関 進
す を
る 図
情 る
報 と
を と
収 も

こ 活 。
と 動
そ の
の 場
他 の
の 充
必 実
要 を
な 図
施 る
策 た

施 の に 収
設 他 、 め
の に 文 た
整 係 化 者
備 る 芸 及
、 公 術 び
文 演 活 文
化 、 動 化
芸 展 を 芸
術 示 行 術
の 等 う の

支 文 を
援 化 行
、 施 う
能 設 者
力 の 、
を 管 伝
発 理 統
揮 及 芸
す び 能
る 運 及
機 営 び

の を 興
創 講 を
造 ず 図
及 る る
び も た
享 の め
受 と 、
に す 地
資 る 域
す 。 に
る お

集 に
し 、
、 県
及 民
び 、
提 文
供 化
す 芸
る 術
よ 団
う 体

を め
講 、
ず 文
る 化
も 施
の 設
と 、
す 学
る 校
。 施

設

公 へ 者 振
演 の の 興
、 支 能 に
展 援 力 寄
示 そ を 与
等 の 活 し
の 他 用 た
実 の し 者
施 必 た を
、 要 文 顕
担 な 化 彰

会 を 民
の 行 俗
確 う 芸
保 者 能
そ そ の
の の 伝
他 他 承
の の 者
必 文 、
要 化 文
な 芸 化

た け
め る
、 文
文 化
化 芸
芸 術
術 の
に 公
関 演
す 、
る 展

努 、
め 文
る 化
も 施
の 設
と 、
す 学
る 校
。 、

事
業

、
社
会
教
育
施
設
そ
の
他
の

い 施 芸 す
手 策 術 る
の を の こ
配 講 発 と
置 ず 展 に
、 る を よ
文 も 図 り
化 の る 、
芸 と た 県
術 す め 民
に る 、 の

施 術 財
策 を の
を 担 保
講 う 存
ず 者 及
る び（
も 以 活
の 下 用
と に「
す 担 関
る い す

交 示
流 等
を へ
促 の
進 支
す 援
る 、
と 地
と 域
も 固
に 有

者
、
市
町
等
が

九 行
う
文
化

施
設
を
容
易
に
利
用
す
る

関 。 優 文
す れ 化
る た 芸
作 業 術
品 績 に
の の 対
記 調 す
録 査 る
及 、 関
び 記 心

。 手 る
」 専
と 門
い 的
う 知
。 識
） 及
の び
育 技
成 能

、 の
地 伝
域 統
の 芸
文 能
化 及
芸 び
術 民
を 俗
国 芸



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

平
成
十
九
年
十
二

４ ３
学 こ
校 の 前 委
教 条 附 三 員
育 例 項 は
法 は 則 に 、
等 、 定 学
の 公 め 識
一 布 る 経

２ 第
議 二 れ

審 会 十 ば
議 を 二 第 な
会 置 条 三 ら
は く 章 な
、 。 文 い
委 化 山 。
員 芸 口

第 第 第（ （
二 年 二 財 の 十
十 次 十 政 体 九
一 報 条 上 制 条
条 告 の を

） 県 措 整 県
知 は 置 備 は
事 、 ） す 、
は 文 る 県

第（ （
推 整 化 十 民
進 備 芸 八 間
体 そ 術 条 の
制 の 活 支
の 他 動 県 援
整 の を は 活
備 必 支 、 動
） 要 援 個 の

月
二
十
五
日

部 の も 験
を 日 の を
改 か の 有
正 ら ほ す
す 施 か る
る 行 、 者
法 す 審 の
律 る 議 う
の 。 会 ち
施 の か
行 組 ら
に 織 、

二 術 県
十 に 文
人 関 化
以 す 芸
内 る 術
で 重 審
組 要 議
織 事 会
す 項
る に
。 つ

い

、 化 も 民
毎 芸 の 、
年 術 と 文
、 の す 化
県 振 る 芸
議 興 。 術
会 に 団
に 関 体
、 す 、
文 る 文
化 施 化
芸 策 施

な す 人 活
施 る 又 性
策 活 は 化
を 動 民 ）
講 を 間
ず い の
る う 団
も 。 体
の ） が
と そ 行
す の う
る 他 文

伴 及 知
う び 事
関 運 が
係 営 任
条 に 命
例 つ す
の い る
整 て 。
理 必
に 要
関 な

て
の
調
査
及
び
審
議
並
び
に

術 を 設
の 推 、
振 進 学
興 す 校
の る 、
状 た 事
況 め 業
及 、 者
び 必 、
文 要 市
化 な 町

。 文 化
化 芸
芸 術
術 に
活 関
動 す
を る
支 ボ
援 ラ
す ン
る テ

す 事
る 項
条 は
例 、
を 規
こ 則
こ で
に 定
公 め
布 る
す 。

文
化
芸
術
に
関
す
る
施
策
に

芸 財 等
術 政 と
の 上 連
振 の 携
興 措 し
に 置 つ
関 を つ
す 講 、
る ず 文
施 る 化
策 よ 芸

活 ィ
動 ア
の 活
活 動
性 、
化 メ
を セ
図 ナ
る 活
た 動
め

る
。

つ
い
て
の
建
議
に
関
す
る
事

に う 術
つ 努 の
い め 振
て る 興
報 も に
告 の 関
す と す
る す る
と る 施
と 。 策
も を

（
、 社
こ 会
れ 貢
ら 献
の 活
活 動
動 と
が し
活 て
発 文
に 化

務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
審

に 積
、 極
こ 的
れ に
を 推
公 進
表 す
し る
な た
け め

行 芸
わ 術
れ を
る 保
よ 護
う し
な 、
環 又
境 は
の 文

一
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

る の
。 項

多
目
的
広
場
に

第 （
ビ 四 山
ー 別 条 口 第
・ 県 八表
サ 山 立 条第
ッ 口 都 の二
カ 県 市 二維
ー 立 公 第新
場 都 園 一百

第 （
三 山 特 を 高 門
条 口 別 等 学「

県 支 大 専 校
山 青 援 学 門 及
口 少 学 及 学 び
県 年 校 び 校 大
青 健 」 高 及 学
少 全 を 等 び 」

第 （
二 山

別 条 口 第 第
表 県 八 八
第 山 使 十 十
一 口 用 四 三
の 県 料 条 条
３ 使 手 第 第
の 用 数 四 四

第 山（
一 山 口
条 口 県

県 学 条
山 税 校 例
口 賦 教 第
県 課 育 五
税 徴 法 十
賦 収 等 六

関
す
る
部
分
の

及
び
同
項

に 市 条 項年
関 公 例 第記
す 園 の 一念
る 条 一 号公
部 例 部 中園
分 改の （ 「
の 昭 正 大項

和 ） 学陸
、 四 」上
同 十 を競
項 八技 「
ス 年 幼

年 育 専 特 を「
健 成 特 門 別 「
全 条 別 学 支 大
育 例 支 校 援 学
成 の 援 」 学 及
条 一 学 に 校 び
例 部 校 、 」 高

改 、 を 等（ 「
昭 正 大 高 専「
和 ） 学 等 特 門
三 及 専 別 学
十 び 門 支 校

表 料 料 項 号
一 手 条 中 中
の 数 例 「 「
項 料 の 第 第
及 条 一 百 八
び 例 部 二 十
二 改 条 三（
の 昭 正 」 条
項 和 ） を 第
中 三 一「

十 附 項「
高 一 則 」

課 条 の 号
徴 例 一
収 の 部
条 一 を
例 部 改

改 正（
昭 正 す
和 ） る
二 法
十 律
五 の
年 施多

目
的
体
育
館
に
関
す
る
部

場
ポ 山 稚に
ー 口 園関
ツ 県 」す
文 条 にる化 例 、部セ 第分 「
ン 三 幼のタ 号 稚
ー ） 園、に の 」同関 一 を

二 高 学 援 」
年 等 校 学 に
山 専 又 校 、
口 門 は 、 「
県 学 大 大 高
条 校 学 学 等
例 」 」 及 専
第 に を び 門
三 改 高 学「
十 め 大 等 校
七 る 学 専 又

等 年 第 を
専 山 六 「
門 口 条 第
学 県 」 百
校 条 に 三
及 例 、 十
び 第 四「
大 一 学 条
学 号 生 第
」 ） 、 一
を の 生 項

山 行
口 に
県 伴
条 う
例 関
第 係
三 条
十 例
九 の
号 整
） 理分

の

中
「
高
等
専
門
学
校

項す 部 「テる を 大ニ部 次 学ス分 の 」場の よ にに う 改関、 に めす同 改 る
る項 正 。
部弓 す
分道 る

号 。 又 門 は
） は 学 大
の 高 校 学
一 等 」 」
部 専 に を
を 門 改 「
次 学 め 大
の 校 、 学
よ 」 別 又
う に 表 は
に 改 第 高

一 徒 」「
大 部 、 に
学 を 児 、
及 次 童 「
び の 又 学
高 よ は 生
等 う 幼 又
専 に 児 は
門 改 」 生
学 正 を 徒
校 す 」

の に
一 関
部 す
を る
次 条
の 例
よ
う
に
改
正

及
び
大
学
」
を
「
大
学
及
び

の場 。
に

、関
同す
項る
球部
技分
場の
に
関、
す同

改 め 一 等
正 、 の 専
す 同 ９ 門
る 項 の 学
。 の 表 校

備 七 」
考 の に
２ 項 改
中 中 め

、「 「
大 高 同

「
」 る 幼 を
に 。 児 「
改 、 生
め 児 徒
、 童 又
別 、 は
表 生 学
第 徒 生
一 又 」
の は に
４ 学 改

す 山
る 口。

県
知
事

二

高
等
専
門
学

一 校
一 」

に
改
め

る表
部萩
分ウ
のェ

ル
、ネ
同ス
項パ
ラー

ク グ

学 等 項
、 専 の
高 門 備
等 学 考
専 校 ２
門 及 中
学 び 「
校 大 大
及 学 学
び 」 、

の 生 め
表 」 る
一 に 。
の 改
項 め
中 る

。「
高
等
専

井

関

成



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

一
般
職
の
職
員
の
給

山
口 一
県 平 般

一 条 成 職
般 例 十 の
職 第 九 職
の 五 年 員
職 十 十 の
員 七 二 給

第
こ る 八
の 。 別 条
条 附 表
例 山第
は 則 口一
、 県サ
公 スッ
布 ポカ

第（ （
山 め 七 職
口 る 第 条 員 第
県 。 二 の 九
ス 条 職 修 条
ポ 第 員 学 第
ー 一 の 部 四
ツ 項 修 分 号
交 第 学 休 中

第 第（ （
六 風 五 ふ
条 俗 第 条 ぐ

営 十 の
風 業 七 ふ 処
俗 等 条 ぐ 理
営 の 中 の の
業 規 処 規「
等 制 第 理 制

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

の 号 月 与
給 二 に
与 十 関
に 五 す
関 日 る
す 条
る 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改

の ーー
日 ツ場
又 交に
は 流関
学 ます
校 ちる
教 づ部
育 く分
法 り及
等 拠び
の 点多
一 施

流 二 部 業 「
ま 号 分 に 第
ち 中 休 関 八
づ 業 す 十「
く 第 に る 二
り 八 関 条 条
拠 十 す 例 の
点 二 る の 二
施 条 条 一 」
設 の 例 部 を
条 二 改（ 「
例 」 平 正 第

の 及 四 の に
規 び 十 規 関
制 業 七 制 す
及 務 条 に る
び の 」 関 条
業 適 を す 例
務 正 る の「
の 化 第 条 一
適 等 五 例 部
正 に 十 改（
化 関 七 昭 正
等 す 条 和 ）

六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）

を 正
改 す
正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布

目
部 設的
を 条ス
改 例ポ
正 ー （
す 平ツ
る 成広法 十場律 七に 年関（
平 山す成 口

の を 成 ） 百
一 十 二「
部 第 七 十
改 百 年 四
正 二 山 条
） 十 口 」

四 県 に
条 条 、
」 例 「
に 第 第
改 四 八

に る 」 五
関 条 に 十
す 例 改 六
る の め 年
条 一 る 山
例 部 。 口

改 県（
昭 正 条
和 ） 例
五 第
十 一

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

る十 県部九 条分年 例中法 第
律 四「

高第 十等九 九専十 号
門六 ）
学号 の
校） 一

め 号 十
、 ） 三
同 の 条
項 一 第
第 部 一
三 を 項
号 次 」
中 の を

よ「 「
第 う 第
八 に 百

九 号
年 ）
山 の
口 一
県 部
条 を
例 次
第 の
二 よ
十 う
二 に

す
る
。

山
口
県
知
事

二

及の 部
び施 を
大行 次
学の の
」日 よ
をの う

い に「
大ず 改
学れ 正
及か す
び遅 る

十 改 三
三 正 十
条 す 四
第 る 条
一 。 第
項 一
」 項
を 」

に「
第 改
百 め

号 改
） 正
の す
一 る
部 。
を
次
の
よ
う
に

井

関

成

高い 。
等日
専か
門ら
学施
校行
」す
にる
改。
め

三 る
十 。
四
条
第
一
項
」
に
改

改
正
す
る
。

一
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

こ
の
場
合
に「

給 お１料 い

月

勉 当 五
手 及 第 」 第
当 び 十 に 十
」 勤 九 、 六
を 勉 条 条「
削 手 第 百 の
り 当 二 分 八
、 」 項 の 第
同 を 中 九 一

が に
扶 第 、 第 第
養 十 五九「
親 条 な 条条
族 第 い の第
た 一 場 二三
る 項 合 中項
要 中 に 中 「
件 あ 前「 「

て級額 、円

第
十２給

六料

条月 級 の額円

六
中

３給
料 「
前月 級 条

項 十 項「 「
後 及 満 二 中
段 び 二 ・ 「
を 期 年 五 第
次 末 」 」 十
の 手 を を 九
よ 当 条「 「
う 」 満 百 第
に に 一 分 六
改 改 年 の 項
め め 」 九 の
る 、 に 十 規

を 一 つ 条六
欠 に て 第千
く 」 は 十円
に を 」 三（
至 を 項職「
つ い 」員「
た ず な をに
場 れ い 扶 「
合 か 場 前養
又 に 合 条親
は 」 に 第族
同 に あ 十額円 第

一
項
」
と「

１給

あ料

る月 級 の額円 は
、

２給

。 同 、 五 定
条 」 の「
第 、 に 適
六 期 改 用
項 末 め を
中 手 る 受

当 。 け「
及 及 る
び び 職
第 勤 員
十 勉 及

で
項 改 つ 二な
第 め て 項い
三 、 は 」配
号 同 、 に偶
に 条 」 改者掲 第 に めがげ 三 改 るある 項 め 。る事 中 る 場実 。 合「
が 扶「料 第月 十級額 九円

条

給 第３料 六

月 項級額 」円

と
読
み

六 手 び
条 当 」
の 」 を
八 を 削
第 り「
一 及 、
項 び 同
」 期 条
及 末 第
び 手 二

当 項

に生 養 あじ 親 つた 族 て」 た はを る そ配「 のが 偶
う配 者
ち偶 の
一者 」
人の を

替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
及 」 第
び に 一
勤 改 号
勉 め 中
手 、 「
当 同 百
」 条 分
を 第 の
削 四 七
り 項 十
、 及 二

にな 「
つい 配
い職 偶
て員 者
はと の
六な 」
千つ に
五た 、
百」 「
円に に
、改 つ

一
三

同 び ・
条 第 五
第 五 」
七 項 を
項 中 「
中 百「

、 分「
及 期 の
び 末 七
勤 手 十

」め い
をてる

。 当 「
六該
千職
五員
百の
円配

偶 （
者 」
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別
表
第
一
中

を

に
改
め
る
。

一
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「

１給
料
月

円
円

級額

２給
料
月 級額

３給
料
月 級

円
円

額
給 」

額 級月
料 ４

「

１給

円
円

料
月 級額

２給
料
月 級額

給 」料 ３

円
円 額 級月

料 ４給
額 級月

一
五
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別
表
第
二
中

を

に
改
め
る
。

一
六



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表
第
三
中

「

１給
料
月

円
円

級額

２給
料
月 級額

３給
料
月 級

を

円
円

額

「

給 １

月
料

」

２給
額 級

円
円

料
月 級額

３給
料
月 級額

に
改
め
る
。

」

一
七



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「

給 １料
月 級額

円

給 ２料
月

円

額 級

「

給 」

額 級月
料 １

円

給 ２

月
料

級額

円

」

一
八



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表
第
四
中

を

に
改
め
る
。

一
九



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

給

「

１

料
月
額

円

料
給

月
額

級
２

」級

円

料
給

月
額

「

級
１

円

料
給

月
額

円

２ 」

級

二
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

給
料
月
額円

給
料
月
額円

「

級
２

級
１ 別

表
第
五
イ
中

給
料
月
額円

給
料
月
額円

３
級

級
４

給
料
月
額円

給
料
月
額円

給

「

１

」

級
２

級 を

料
月
額円

給
料
月
額円

３
４

級
級

」
に
改
め
、
同
表
ロ
中

二
一



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

を

に
改
め
、
同
表
ハ
中

二
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

給
料
月
額円

給
料
月
額円

「

１
級

２
級

給
料
月
額円

給
料
月
額円

３
級

４
級

」
給
料
月
額円

給
料
月
額円

給

「

１
級

２
級

料
月
額円

給
料
月
額円

３
級

４
級

」

二
三



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

を

に
改
め
る
。

二
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
給
与
の
内
払
）

４ （
必 て の 施 よ
要 、 施 行 る属
と ま 行 日 当す
認 ず 日 か 該る
め 改 か ら 適職
ら 正 ら 平 用務
れ 前 平 成 のの
る の 成 二 日級

３ （
と こ 切 後
と の 平 替 の
な 条 成 期 条
っ 例 十 間 例
た に 九 に 」
職 よ 年 お と
員 る 四 け い
及 改 月 る う

２ １ （
日 施

こ か こ 行
の ら の 期 附
条 施 条 日
例 行 例 等 則

す は ）（
前 る 、
項 。 公

限 条 二 十 又又
度 例 十 年 はは
に の 年 三 異そ
お 規 三 月 動の
い 定 月 三 の受
て が 三 十 日け
、 適 十 一 にる
人 用 一 日 お号
事 さ 日 ま け給
委 れ ま で るに
員 、 で の 号異
会 次 の 間 給

び 正 一 異 。
そ 前 日 動 ）
の の 者 の（
属 一 以 の 規
す 般 下 号 定
る 職 給 は「
職 の 切 ） 、
務 職 替 平
の 員 日 成
級 の 」 十
又 給 と 九
は 与 い 年

た 布
だ の
し 日
書 か
に ら
規 施
定 行
す す
る る
改 。
正 た 」規 だ動

の い 間 に はの
定 で に お 、あ
め 当 お け 人っ
る 該 い る 事た
と 適 て 異 委職こ 用 、 動 員員ろ の 改 者 会のに 日 正 の が当よ 又 後 号 定該り は の 給 め適、 異 条 の る

そ に う 四
の 関 。 月
受 す ） 一
け る か 日
る 条 ら か
号 例 こ ら
給 の 適（
に 以 条 用
異 下 例 す
動 の る「
の 改 施 。

定 し
を 、
除 第
く 十
。 六
次 条
項 の
に 八
お 第
い 一
て 項用必 動 例 調 。の要 の の 整日な 日 規 ）又調 か 定は整 ら に異を 改 よ動行 正 りのう 後 、

日こ の 新
にと 条 た
おが 例 に

あ 正 行
っ 前 の
た の 日
職 条 （
員 例 次
の 」 項
う と に
ち い お
、 う い
人 。 て
事 ）

同 及
じ び
。 第
） 十
に 九
よ 条
る の
改 改
正 正

」後 規
の 定

けで の 給
るき 規 料
号る 定 表
給。 が の
に適 適
つ用 用
いさ を
てれ 受
はる け
、も る
当の こ

「
委 の 施
員 規 行
会 定 日
の に 」
定 よ と
め り い
る 、 う
職 新 。
員 た ）
の に の
、 給 前

一 並
般 び
職 に
の 附
職 則
員 第
の 六
給 項
与 の
に 規
関 定

二
五

該と と
適し と
用た な
又場 っ
は合 た
異と 職
動の 員
に権 及
つ衡 び

上 い そ

改 料 日
正 表 ま
後 の で
の 適 の
条 用 間
例 を に
の 受 お
規 け い
定 る て
に こ 、

す は
る 、
条 平
例 成

二（
以 十
下 年

四「
改 月
正 一



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

は「 （
第 百 第 同 第 」
二 分 項 十 に十
十 の 第 二 、八
一 七 三 条条 「
条 十 号 第 なの
の 五 に 三 い四
二 」 掲 項 場第
第 に げ 中 合一

山
第 第 一 口
十 七 般 県
一 条 職 一 条
条 の に 般 例
第 二 属 職 第
三 中 す に 五
項 る 属 十「
中 前 学 す 八

７ （
一 人

平 般 附 事
成 職 則 委
十 に 第 員
九 属 三 会
年 す 項 へ
十 る か の
二 学 ら 委

６ ５（
あ に 休
る さ 平 職 職
の れ 成 者 員
は て 二 の が
、 い 十 給 、

る 年 与 改「
満 職 三 に 正
二 員 月 関 前

当
」
を
「
及
び
期
末
手
当
」

二 改 る に項 「
項 め 事 扶 あ中
中 る 実 養 つ「

。 が 親 て第「
満 生 族 は二
二 じ た 」十
年 た る を一
」 」 配条 「
を を 偶 なの

者 い二「 「
満 が の 場第
一 配 」 合

条 校 る 号「
六 第 職 学
千 十 員 校
円 三 の 職

項 給 員（
学 」 与 の
校 を に 給
職 関 与「
員 前 す に
に 条 る 関
扶 第 条 す
養 十 例 る

月 校 前 任
二 職 項 ）
十 員 ま
五 の で
日 給 に

与 定
に め
関 る
す も
る の
条 の
例 ほ

年 に 三 す の
に 対 十 る 条
達 す 一 経 例
す る 日 過 の
る 改 に 措 規
日 正 お 置 定
又 後 い ） に
は の て 基
平 一 地 づ
成 般 方 い
二 職 公 て
十 の 務 、に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「

六
年 偶 を に項
」 者 あの 「
に の 配 つ規
、 な 偶 て定 い 者 はの「
、 学 の 、適期 校 」 」用末 職 に にを手 員 、 改受当 と め「け及 な に る

親 二 条（
族 項 昭 例
で 」 和 の
な に 二 一
い 改 十 部
配 め 七 を
偶 る 年 改
者 。 山 正
が 口 す
あ 県 る
る 条 条

の か
一 、
部 こ
を の
改 条
正 例
す の
る 施
条 行
例 に
を つ

一 職 員 切
年 員 法 替
三 の 日（
月 給 昭 以
三 与 和 後
十 に 二 の
一 関 十 分
日 す 五 と
の る 年 し
い 条 法 て
ず 例 律 支及

び
第
十
八
条
の
四
第
一
項

るび つ つ 。学勤 た い校勉 」 て職手 に 当員当 改 該
及」 め 学
びを る 校
」 。 職「
を及 員
削び の
り期 配

場 例 例
合 第
に 六
あ 号
つ ）
て の
は 一
そ 部
の を
う 次
ち の

こ い
こ て
に 必
公 要
布 な
す 事
る 項
。 は

、
人
事

れ 第 第 給
か 十 二 を
早 九 百 受
い 条 六 け
日 第 十 た
」 二 一 給
と 項 号 与
す の ） は
る 規 第 、
。 定 二 改

の 十 正
」
及
び
「
及
び
勤
勉
手
当
」

、末 偶
同手 者
条当 が
第」 扶
二に 養
項改 親
第め 族
一、 た
号同 る
中条 要

第 件「

一 よ
人 う
に に
つ 改
い 正
て す
は る
六 。
千
五
百

山 委
員口 会

県 が
定知 め

事 る
。

二

適 八 後
用 条 の
に 第 条
つ 二 例
い 項 の
て 第 規
は 一 定
、 号 に
同 に よ
項 掲 る
中 げ 給

を
削
り
、
同
条
第
七
項
中

百四 を
分項 欠
の及 く
七び に
十第 至
二五 つ
・項 た
五中 場
」 合「

、 を 又

円
、
」
を
「
六
千
五
百
円

井

関

成

る 与「
満 事 の
一 由 内
年 に 払
に 該 と
達 当 み
す し な
る て す
」 休 。
と 職

二
六



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「
及

こ び
の 勤
場 勉
合 手
に 当「

給 お 」

料 １

い を

月

円
円

て 削

額 級

、 り
第 、
十 同２給

八 項料

条 後級月

の 段額

二 を
中 次

３給

の料 「
前 よ

級月

条 う円
円

額

第 に
一 改
項 め
」 る
と 。「

１給

あ料

る

級月

の額

は
、

２給

円
円

「料 第月 二額 級

十
一

給 条

料 ３

の

月 二

額 級

第
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

二
七

。



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表
第
一
中

」
を

」
に
改
め
る
。

二
八



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表
第
二
中

「

１給
料
月 級額円

２給
料
月 級額円

３給
料
月 級

を

額円

「

１給
料
月 級額円

２給
料
月 級額円

３給
料
月 級額

に
改
め
る
。

二
九



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「

１給
料
月

級額

円

料

２給
月

級額

円

「

料

１給
月

級額

」

円

料

２給
月

級額

円

」

三
〇



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表
第
三
イ
中

を

に
改
め
、
同
表
ロ
中

三
一



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「

料

１給
月

級額

円

料

２給
月

級額

円

「

給
料

１

月

級額

円

料

２給
月

級

」

額

円

」

三
二



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

を

に
、

「

料

３給
月

」

級額

円

を
「

料

３給
月

級

三
三

」

額

円

に
改
め
る
。



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「

料
月 級額

円

料 ２給
月 級額

円

３給

」

料
月 級額

円

料 ４給
月 級額

円

「

料 １給
月 級額

円

料 ２給

」

月 級額

円

料 ３給
月 級額

円

給
料 ４

月 級額

円

三
四



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表
第
四
中

」
を

三 」五
に
改
め



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

に
さ
れ
て
い
る
学
校

６ ５（ （
休 す 給 権

平 職 。 学 与 衡
成 者 の 上校
二 の 内 必職
十 給 払 要員
年 与 ） とが
三 に 認、
月 関 め改

４ （
に び 施 の
つ そ 施 行 、
い の 行 日 改
て 属 日 か 正
、 す か ら 後
ま る ら 平 の
ず 職 平 成 条
改 務 成 二 例

３ ２（
を こ 切 （

の 平 替 以 こ受
条 成 期 下 のけ
例 十 間 条る 「
に 九 に 改 例こ
よ 年 お 正と （
る 四 け 後 前と
改 月 る の 項な

１ る（
四 施 。
月 こ 行
一 の 期 附
日 条 日
か 例 等 則
ら は ）
施 、
行 公

職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
一
般

三 す ら正
十 る れ前
一 経 るの
日 過 限条
に 措 度例
お 置 にの
い ） お規
て い定
地 てに
方 、基
公 人づ
務 事

正 の 二 十 の
前 級 十 年 規
の 又 年 三 定
条 は 三 月 に
例 そ 月 三 よ
の の 三 十 る
規 受 十 一 当
定 け 一 日 該
が る 日 ま 適
適 号 ま で 用
用 給 で の の
さ に の 間 日

正 一 異 条 たっ
前 日 動 例 だた
の 者 」 し学 （
一 以 の と 書校
般 下 号 い に職
職 給 う 規員 「
に 切 ） 。 定及
属 替 ） すび
す 日 の るそ
る 」 規 改の
学 と 定 正属
校 い は

す 布
る の
。 日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

職
に
属
す
る
学
校
職
員
の
給

い
員 委て
法 員、

会切（
昭 の替
和 定日
二 め以十 る後五 との年 こ分法 ろと律 に

れ 異 間 に 又
、 動 に お は
次 の お け 異
い あ い る 動
で っ て 異 の
当 た 、 動 日
該 学 改 者 に
適 校 正 の お
用 職 後 号 け
の 員 の 給 る
日 の 条 の 号

規す
職 う 、 定る
員 。 平 を職
の ） 成 除務
給 か 十 くの
与 ら 九 。級 に こ 年 次又 関 の 四 項は す 条 月 にそ る 例 一 おの 条 の 日 い受 例 施 か

し
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項

与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一

し第 よて二 り支百 、給六 必を十 要受一 なけ号 調た） 整給第 を
与二 行
は十 う

又 当 例 調 給
は 該 の 整 は
異 適 規 ） 、
動 用 定 人
の の に 事
日 日 よ 委
か 又 り 員
ら は 、 会
改 異 新 が
正 動 た 定
後 の に め

てけ 行 ら 同（る 以 の 適 じ号 下 日 用 。給 す「 （ ）に 改 次 る に異 正 項 。 よ動 前 に るの の お 改あ 条 い 正っ 例 て
後た 」

及
び
第
二
十
一
条
の
二
の
改

条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適

、八 こ
改条 と
正第 が
後二 で
の項 き
条第 る
例一 。
の号
規に
定掲
にげ

の 日 給 る
条 に 料 。
例 お 表
の け の
規 る 適
定 号 用
が 給 を
適 に 受
用 つ け
さ い る
れ て こ

「
の学 と 施
一校 い 行
般職 う 日
職員 。 」
にの ） と
属う の い
すち 規 う
る、 定 。
学人 に ）
校事 よ の
職委 り 前

正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
項

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

よる
る事
給由
与に
の該
内当
払し
とて
み休

職 な

る は と
も 、 と
の 当 な
と 該 っ
し 適 た
た 用 学
場 又 校
合 は 職
と 異 員
の 動 及

員員 、 日
の会 新 ま
給の た で
与定 に の
にめ 給 間
関る 料 に
す学 表 お
る校 の い
条職 適 て

員 用 、 例

の
規
定
は
、
平
成
二
十
年

三
六



平成 火曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

２

こ
の
条
例
の
施
行

１（ （
人 施 に
事 こ 行 改
委 の 期 附 め
員 条 日 る
会 例 ） 則 。
へ は
の 、
委 公

第 第（
二 一 一

第 条 般 第 第 条
八 職 六 五
条 一 の 条 条 一
第 般 任 第 第 般
二 職 期 二 二 職
項 の 付 項 項 の
及 任 職 中 の 任

山（
一 口
般 県 平
職 一 条 成
の 般 例 十
任 職 第 九
期 の 五 年
付 任 十 十
研 期 九 二

７ （
一 人 「
般 附 事 満
職 則 委 一
の 第 員 年
任 三 会 に
期 項 へ 達
付 か の す
研 ら 委 る

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
人

任 布
） の

日
か
ら
施
行
す
る
。

び 期 員 表 期「
第 付 の 百 中 付
三 職 採 分 研「
項 員 用 の 究
中 の 等 百 員

採 に 七 の「
百 用 関 十 採」分 等 す 五 用をの に る 」 等
百 関 条 を 「 に
七 す 例 関「
十 る の 百 す

究 付 号 月
員 研 二
の 究 十
採 員 五
用 の 日
等 採
に 用
関 等
す に
る 関
条 す
例 る

究 前 任 」
員 項 ） と
の ま あ
採 で る
用 に の
等 定 は
に め 、
関 る 「
す も 満
る の 二
条 の 年
例 ほ に

事
委
員
会
が
定
め
る
。

五 条 一 分 る
」 例 部 の 」 条
を 改 百 に 例（

平 正 八 改「 （
百 成 ） 十 め 平
分 十 」 る 成
の 四 に 。 十
百 年 改 四
八 山 め 年
十 口 る 山
」 県 。 口

の 条
一 例
部 及
改 び
正 一
） 般

職
の
任
期
付

及 か 達
び 、 す
一 こ る
般 の 日
職 条 又
の 例 は
任 の 平
期 施 成
付 行 二
職 に 十
員 つ 一

に 条 県
改 例 条
め 第 例
、 五 第
同 十 四
条 号 十
第 ） 九
四 の 号
項 一 ）
及 部 の
び を 一

職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条

の い 年
採 て 三
用 必 月
等 要 三
に な 十
関 事 一
す 項 日
る は の
条 、 い
例 人 ず
の 事 れ

第 次 部
五 の を
項 よ 次
中 う の

に よ「
前 改 う
条 正 に
第 す 改
十 る 正
三 。 す
項 る

例 山
の 口一
部 県
を 知改
正 事
す
る
条 二
例

一 委 か
部 員 早
を 会 い
改 が 日
正 定 」
す め と
る る す
条 。 る
例 。
を
こ

三
七

」 。
を
「
前
条
第
十
二
項
」

井

関

成

こ
に
公
布
す
る
。
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こ
と
が
で
き
る

第
一「

三 該 第 第 条
な 当 三 二
い 育 し 条 条 職
状 児 た 第 第 員
態 休 こ 一 六 の
が 業 と 号 号 育
相 を に 中 中 児

山（
職 口
員 県 平
の 職 条 成
育 員 例 十
児 の 第 九
休 育 六 年
業 児 十 十
等 休 一 二

職 こ 附 職
員 の 則 員
の 条 附 第 の
育 例 一 退
児 は 則 項 職
休 、 た 手
業 公 だ 当
等 布 し に

山
口 職
県 平 員

職 条 成 の
員 例 十 退
の 第 九 職
退 六 年 手
職 十 十 当
手 号 二 に

状
態
に
回
復
し
た
こ
と
。

当 し よ 休「 「
期 て り 又 育 業
間 い 」 は 児 等
に る の 出 休 に
わ 職 下 産 業 関
た 員 に し 」 す
り が た を る「
継 当 当 こ 条「
続 該 該 と 職 例
す 職 育 に 員 （
る 員 児 よ が 平
こ の 休 り 育 成

に 業 号 月
関 等 二
す に 十
る 関 五
条 す 日
例 る
の 条
一 例
部 等
改 の
正 一
） 部

に の 書 関
関 日 中 す
す か る「
る ら 平 条
条 施 成 例
例 行 二 の
等 す 十 一
の る 二 部
一 。 年 を
部 四 改
を 月 正
改 一 す

当 月 関
に 二 す
関 十 る
す 五 条
る 日 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す

と 負 業 、 児 四
が 傷 の 」 休 年
見 、 承 を 業 山
込 疾 認 」 口「
ま 病 が 若 に 県
れ 又 」 し 、 条
る は を く 例「
こ 身 加 は 職 第
と 体 え 出 員 一
に 上 、 産 以 号
よ 若 同 し 外 ）

を
改
正
す
る
条
例

正 日 る
す 」 条
る を 例
条 「 （
例 日 平
を 本 成
こ 年 十
こ 金 九
に 機 年
公 構 山
布 法 口

正 る
す 条
る 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る

り し 条 た 」 の
当 く 第 こ を 一
該 は 三 と 部「
育 精 号 に 当 を
児 神 を よ 該 次
休 上 次 り 職 の
業 の の 」 員 よ
の 障 よ に 以 う
承 害 う 、 外 に
認 に に 」 改「
が よ 改 第 に 正

す 県（
る 平 条
。 成 例

十 第
九 三
年 十
法 七
律 号
第 ）
百 の
九 一

す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

取 り め 四 改 す
り 当 る 条 め る
消 該 。 の る 。
さ 育 二 。
れ 児 第
た 休 二
後 業 号
、 に 」
当 係 を
該 る 「
職 子 第

山
口
県
知
事

二

号 部
） を
の 次
施 の
行 よ
の う
日 に
」 改
に 正
改 す
め る

山
口
県
知
事

二

員 を 五
が 養 条
当 育 第
該 す 二
子 る 号
を こ 」
養 と に
育 が 改
す で め
る き 、

井

関

成

る 。
。 井

関

成

三
八
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（
育 第
児 七
短 条
時 に
間 見
勤 出
務 し

３ 三
第 じ 項 第
六 た 部 を 八
条 時 分 同 条
の 間 休 条 第
前 を 業 第 四
の 超 の 四 項
見 え 承 項 中

２ う
第 二 」 第 第

部 八 に 九八
分 条 育 、 条条
休 第 児 第第「
業 二 短 職 二一
の 項 時 員 項項
承 を 間 以 中中

三 に 改
十 改 め 第 第
条 め 、 十 十
と 、 条 一「
す 同 一 第 条
る 条 部 一 を
。 第 」 項 第

五 の 中 三

四 第
委 に し 三
員 よ た 育 条
会 り 職 児 中
の 養 員 休 第
定 育 の 業 四
め し 配 号（

を と
す し
る て
こ 「
と （
が 育
で 児
き 休
な 業
い を
職 し
員 た

出 な 認 と 「
し い は し 第
を 範 、 、 九
削 囲 人 同 条
る 内 事 条 第
。 で 委 第 三

行 員 二 項
う 会 項 」
も 規 の を
の 則 次 「
と で に 第
す 定 次 十

認 次 勤 外 「「
は の 務 」 第第
、 よ を を 五九
正 う し 条条「
規 に て 当 の第
の 改 い 該 二一
勤 め る 職 」項
務 る 職 員 を」
時 。 員 以 を 「
間 外 第「
の 」 七第
始 に 条

項 下 十「
中 に 第 一

八 条「 「
第 条 と（
八 二 第 す
条 時 一 る
第 間 項 。
二 を 各
項 超 号
」 え 」
を な を

い

る た 偶 こ を
と こ 者 の 第
こ と 号 五（
ろ 当 の 号（
に 当 該 規 と
よ 該 子 定 し
り 職 の に 、
任 員 親 該 第
命 が で 当 三
権 、 あ し 号
者 当 る た の
に 該 も こ 次

） 職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い

る め の 九
。 る 一 条

特 項 第
別 を 三
休 加 項
暇 え 」
の 、 に
承 同 、
認 条 「
を を 第
得 第 四

十
め 改 」九
又 め に条
は 、 改第
終 同 め一
わ 号 、項り を 同」に 同 条にお 項 を改い 第 第めて 四 二、、 号 十

「 「
第 範 第
二 囲 二
十 内 十
八 の 八
条 時 条
第 間 第
二 に 一
項 限 項
及 る 各
び 。 号
第 ） 」

申 育 の と に
し 児 に に 次
出 休 限 よ の
た 業 る り 一
場 の 。 当 号
合 承 ） 該 を
に 認 が 育 加
限 を 三 児 え
る 請 月 休 る
。 求 以 業 。
） す 上 に

）
」
を
付
し
、
同
条
を
第
九

て 二 条
い 十 の
る 八 二
職 条 各
員 と 号
に す 」
対 る を
し 。 「
て 第
は 五
、 条

同三 と 九項十 し 条第分 、 と三を 同 す号単 項 る中位 中 。
と 第 「

部し 二 分て 号 休行 を
業う 第

三 」 に
項 を 、
」 加 「
に え 三
改 、 歳
め 同 に
、 条 満
同 第 た
項 三 な
後 項 い
段 中 子

。 る の 係
際 期 る
、 間 子
両 に に
親 わ つ
が た い
当 り て
該 当 既
方 該 に
法 子 し
に を た

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

一 各
日 号
に 」
つ に
き 改
二 め
時 、
間 同
か 項
ら を
当 同

をも 三
しの 号
よと と
うす し
」る 、
を。 第

一 「
職号
員の
が次
部に

中 」「
企 を「

同 業 「
項 職 小
」 員 学
を 等 校

以 就「
同 外 学
条 」 の
第 を 始
三 期

よ 育 も
り 児 の
当 休 を
該 業 除
子 そ く
を の 。
養 他 ）
育 の が
す 人 終
る 事 了
た 委 し

十
八
条
を
加

三 え
九 る

。

該 条
承 第
認 五
に 項
係 と
る し
時 、
間 同
を 条
減 第

分次
休の
業一
に号
よを
り加
養え
育る
し。
よ

「
項 当 に
」 該 達
に 企 す
改 業 る
め 職 ま
、 員 で
同 等 の
条 以 子
を 外 」
第 」 に

め 員 た
の 会 後
計 規 、
画 則 当
に で 該
つ 定 育
い め 児
て る 休
人 方 業
事 法 を
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る
た
め
の
計
画

五 四
会 該 が る
規 育 育 第 当 こ
則 児 児 十 該 と
で 短 短 四 子 が
定 時 時 条 を で
め 間 間 第 養 き

三 二
停 号 条

育 職 育 の 第
児 の 児 規 二
短 期 短 定 号
時 間 時 に に
間 が 間 よ 掲

第 （
一 十 育 六 五

一 児 が
育 条 短 養 職 育
児 時 育 員 児
短 法 間 す が 短
時 第 勤 る 育 時
間 十 務 こ 児 間

第
四 三 二 一 十

条
職 法 臨 非
員 第 時 常 法
の 六 的 勤 第
定 条 に 職 十
年 第 任 員 条

に
つ
い
て
人
事
委
員
会
の
定
め

る 勤 勤 三 育 な
方 務 務 号 す い
法 を に る 状（
に し こ 掲 こ 態
よ た の げ と が
り 職 号 る が 相
養 員 の 事 で 当
育 の 規 由 き 期
し 配 定 に る 間
た 偶 に 該 状 に
こ 者 該 当 態 わ
と 当 し に た

勤 満 勤 る げ
務 了 務 承 る
を し を 認 事
し た し に 由
て こ て 係 に
い と い る 該
る 。 る 子 当
職 職 が し
員 員 死 た
が が 亡 こ
当 休 し と
該 職 、 に

勤 条 の と 短 勤
務 第 終 が 時 務
を 一 了 で 間 に
し 項 の き 勤 よ
て た 日 る 務 り
い だ の 場 に 養
る し 翌 合 よ 育
職 書 日 に り し
員 の か お 養 よ
が 条 ら け 育 う
産 例 起 る し と
前 で 算 当 よ す

等 一 用 第
に 項 さ 一
関 の れ 項
す 規 る の
る 定 職 条
条 に 員 例
例 よ で
第 り 定
四 任 め
条 期 る
第 を 職
一 定 員

る
と
こ
ろ
に
よ
り
任
命
権
者

（
当 し た 回 り（

当 該 た こ 復 継
該 子 こ と し 続
職 の と に た す
員 親 に よ こ る
が で よ り と こ
、 あ り 育 。 と
当 る 当 児 が
該 も 該 短 見
育 の 育 時 込
児 に 児 間 ま

職 又 又 よ
員 は は り
の 停 養 当
負 職 子 該
傷 の 縁 育
、 処 組 児
疾 分 等 短
病 を に 時
又 受 よ 間
は け り 勤
身 た 職 務

の 定 し 該 う る
休 め て 職 と 子
業 る 一 員 す に
を 特 年 る つ（
始 別 を 前 時 い
め の 経 号 間 て
若 事 過 に に 、
し 情 し 掲 お 配
く は な げ い 偶
は 、 い る て 者
出 次 場 職 、 が

項 め は
又 て 、
は 採 次
第 用 に
二 さ 掲
項 れ げ
の た る
規 職 職
定 員 員
に と
よ す

に
申
し
出
た
場
合
に
限
る
。

短 限 短 勤 れ
時 る 時 務 る
間 。 間 の こ
勤 ） 勤 承 と
務 が 務 認 に
の 三 に が よ
承 月 係 取 り
認 以 る り 当
を 上 子 消 該
請 の に さ 育
求 期 つ れ 児

体 こ 員 の
上 と と 承
若 に 別 認
し よ 居 が
く り す 取
は 当 る り
精 該 こ 消
神 育 と さ
上 児 と れ
の 短 な た
障 時 っ 後

産 に 合 員 育 法
し 掲 に を 児 そ
た げ 育 除 短 の
こ る 児 く 時 他
と 事 短 。 間 の
に 情 時 ） 勤 法
よ と 間 務 律
り す 勤 に に
当 る 務 よ よ
該 。 を り り
育 す 養 育

り る
勤 。
務
し
て
い
る
職
員

）
。

す 間 い た 短
る に て こ 時
際 わ 既 と 間
、 た に 。 勤
両 り し 務
親 当 た の
が 該 も 承
当 子 の 認
該 を を が
方 育 除 取
法 児 く り

害 間 た 、
に 勤 こ 当
よ 務 と 該
り の 。 産
当 承 前
該 認 の
育 が 休
児 効 業
短 力 若
時 を し
間 失 く

児 る 育 児
短 こ し 休
時 と よ 業
間 が う を
勤 で と し
務 き す て
の る る い
承 特 子 る
認 別 を 職
が の 当 員
効 事 該

に 休 。 消
よ 業 ） さ
り そ が れ
当 の 終 た
該 他 了 後
子 の し 、
を 人 た 当
養 事 後 該
育 委 、 職
す 員 当 員

勤 っ は
務 た 出
に 後 産
係 、 に
る 当 係
子 該 る
を 休 子
養 職 又
育 又 は
す は 同

力 情 職
を ） 員
失 以
い 外
、 の
又 当
は 該
第 子
十 の
四 親

四
〇
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二 一

育 職
児 員
短 が
時 育
間 児

第 第（ （
十 育 児 十 育
四 児 短 三 児
条 短 時 条 短

時 間 時
法 間 勤 育 間
第 勤 務 児 勤
十 務 の 短 務

三 二
つ な 十 る
、 る 五 四 四 よ
当 よ 十 時 週 う
該 う 二 間 間 に
四 に 週 又 を 勤
週 し 間 は 超 務

一 超 態 十 一
え 号 号（

四 な 船 。 。
週 い 舶 以 以
間 よ に 下 下
ご う 乗 「 「
と に り 学 勤

第 （
十 育 六
二 児 と な
条 短 な か 配

時 っ っ 偶
法 間 た た 者
第 勤 こ 事 が
十 務 と 実 負

勤 短
務 時
を 間
し 勤
て 務
い に
る よ
職 り
員 子
に を
つ 養
い 育

二 の 期 時 の
条 承 間 間 承
に 認 の 勤 認
お の 末 務 又
い 取 日 の は
て 消 の 承 期
準 事 翌 認 間
用 由 日 又 の
す ） の は 延
る 一 期 長
法 月 間 の
第 前 の 請

間 、 を 二 え す
ご 当 超 十 な る
と 該 え 五 い こ
の 五 な 時 期 と
期 十 い 間 間 。
間 二 期 と に
に 週 間 な つ
つ 間 に る き
き を つ よ 一
一 超 き う 週
週 え 一 に 間
間 な 週 勤 当

の 勤 組 校 務
期 務 む 職 時
間 す 職 員 間
に る 員 勤 条
つ こ 以 務 例
き と 外 時 」
八 と の 間 と
日 す 職 条 い
以 る 員 例 う
上 。 に 」 。
を あ と ）
週 っ い 第

条 の 。 が 傷
第 勤 生 又
一 務 じ は
項 の た 疾
第 形 こ 病
五 態 と に
号 で に よ
の 条 よ り
条 例 り 入
例 で 当 院
で 定 該 し
定 め 育 た

て し
当 て
該 い
育 る
児 時
短 間
時 に
間 当
勤 該
務 職
に 員

五 ま 延 求
条 で 長 手
第 に の 続
二 行 請 ）
項 う 求
の も は
条 の 、
例 と 育
で す 児
定 る 短
め 。 時

当 い 間 務 た
た 期 当 す り
り 間 た る 一
の に り こ 日
勤 つ 一 と 以
務 き 日 。 上
時 一 以 の
間 週 上 割
が 間 の 合
四 当 割 の
十 た 合 日

休 て う 四
日 は 。 条
と 、 ） 第
し 第 第 一
、 三 三 項
当 号 条 又
該 に 第 は
期 掲 七 学
間 げ 項 校
に る 若 職
つ も し 員

め る 児 こ
る も 短 と
勤 の 時 、
務 ） 間 配
の 勤 偶
形 務 者
態 に と
は 係 別
、 る 居
職 子 し
員 に た

係 以
る 外
子 の
以 当
外 該
の 子
子 の
に 親
係 が
る 当
育 該

る 間
事 勤
由 務
は を
、 し
次 よ
に う
掲 と
げ す
る る
事 期

二 り の を
時 の 日 週
間 勤 を 休
を 務 週 日
超 時 休 と
え 間 日 し
な が と 、
い 二 し 当
よ 十 、 該
う 時 か 期
に 間 つ 間

き の く の
一 を は 勤
週 除 第 務
間 く 十 時
当 。 条 間
た ） の 、
り に 規 休
の よ 定 日
勤 り の 、
務 、 適 休
時 引 用 暇

の つ こ
勤 い と
務 て そ
時 育 の
間 児 他
、 短 の
休 時 育
日 間 児
及 勤 短
び 務 時
休 を 間

児 子
短 を
時 養
間 育
勤 す
務 る
を こ
承 と
認 が
し で
よ き

由 間
と の
す 初
る 日
。 の

一
月
前
ま
で
又

勤 、 、 に
務 二 四 つ
す 十 週 き
る 四 間 一
こ 時 ご 週
と 間 と 間
。 又 の 当

は 期 た
二 間 り
十 に の
五 つ 勤

間 き を 等
が 続 受 に
二 く け 関
十 勤 る す
時 務 職 る
間 日 員 条
、 が に 例
二 人 あ （
十 事 っ 昭
四 委 て 和
時 員 は 四

暇 し 勤
に な 務
関 け の
す れ 期
る ば 間
条 そ が
例 の 満

養 了（
昭 育 し
和 に た
二 著 時

う る
と こ
す と
る と
と な

四 き っ
一 。 た

と
き
。

は
承
認
を
受
け
て
い
る
育

時 き 務
間 週 時
と 休 間
な 日 が
る が 二
よ 四 十
う 日 時
に 以 間
、 上 、
か と 二

間 会 、 十
又 規 次 六
は 則 に 年
二 で 掲 山
十 定 げ 口
五 め る 県
時 る 勤 条
間 日 務 例
と 数 の 第
な を 形 三

十 し に
八 い 予
年 支 測
山 障 す
口 が る
県 生 こ
条 ず と
例 る が
第 こ で
十 と き
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第 第 第
十 五 五
一 条 条
条 第 第
第 十 四
二 二 項
項 項 及

中第 「
欄 育五 に 児条 掲 短第 げ 時三 る 間項 字 勤

第 第（ （
十 育 し 十 育
七 児 な 六 児 く
条 短 け 条 短 他

時 れ 時 の
育 間 ば 任 間 職
児 勤 な 命 勤 に
短 務 ら 権 務 任

第 （
二 一 十 育 三

五 児
法 過 条 短 育
第 員 時 児
十 を 法 間 短
八 生 第 勤 時
条 ず 十 務 間

第 び
二 第
号 七
ロ 項

短 と 決
時 す 定
間 る す
勤 る
務
職

句 務
は 職
、 員
そ 等
れ 」
ぞ と決 れ い定 同 うす 表 。る の ）
下 に
欄 対

時 職 な 者 の 用
間 員 い は 例 す
勤 等 。 、 に る
務 に 法 よ こ

対 第 る と（
法 す 十 短 が
第 る 七 時 で
十 職 条 間 き
七 員 の 勤 な
条 給 規 務 い
の 与 定 に こ
規 条 に 係 と

第 る 七 の 勤
一 こ 条 例 務
項 と の に を
の 。 条 よ し
規 例 る て
定 で 短 い
に 定 時 る
よ め 間 職
り る 勤 員
当 や 務 に
該 む を つ
育 を さ い

で
正
規
の
勤
務
時

員

支 い勤十地 に じ
給 う務条方 、 た
す 。を第公 算 額
る ）含一務 出 に
。 む項員 率 算
た 。にの を 出
だ ）規育 乗 率

に す
掲 る
げ 職
る 員決 数たじ決 字 給定 をそた定 句 与す いの額す と 条る う者にる す 例も 。の算も る のの 以勤出の 。 規と 下務率と 定

定 例 よ る 。
に の る 通
よ 規 勤 知
る 定 務 ）
勤 の を
務 適 さ
を 用 せ
含 ） る
む 場
。 合
次 又

児 得 せ て
短 な る 当
時 い こ 該
間 事 と 育
勤 情 が 児
務 は で 短
に 、 き 時
伴 次 る 間
い に や 勤
任 掲 む 務
用 げ を の間

を
超
え
て
し
た
も
の
の
う

し を定児 じ を
、 しす休 て 乗
育 てる業 得 じ
児 い育等 た て
短 る児に 額 得
時 職短関 と た
間 員時す す 額
勤 間る る と（
務 以勤法 す
職 下務律 る
員 「（（

し 同時 し（ の、 じ間勤、 適そ 。を務そ 用の ）同時の に者 を条間者 つの 乗第条の い給 じ一例給 て料 て項第料 は月 得に二月 、額 た規条額 次は 額定第は の

条 は
、 当
第 該
二 勤
十 務
二 が
条 終
及 了
び し
第 た
二 場

さ る 得 内
れ 事 な 容
て 情 い と
い と 事 異
る す 情 な
短 る ） る
時 。 内
間 容
勤 の
務 育
職 児ち

、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ

等 育同平
が 児法成
、 短第三
第 時十年
一 間七法
号 勤条律
に 務の第
掲 職規百
げ 員定十
る 等に号
勤 」よ）

、 とす二、 表そ する項そ のの る勤のの 上者 務規者 欄の 時定の に受 間に受 掲け でよけ げる 除りる る号 し定号 職給 てめ給 員に 得らに 給

十 合
八 に
条 は
に 、
お 職
い 員
て に
同 対
じ し
。 、
） 書

員 短
を 時
任 間
期 勤
を 務
定 を
め 承
て 認
採 し
用 よ
し うの務 とる第 応 たれ応 与

条
例
の
規
定
中
同
表
の

を 面
し に
て よ
い り
る そ
職 の
員 旨

を（
以 通
下 知

た と
趣 す
旨 る
に と
反 き
す 。
る
こ
と
な

四
二
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第
十
六
条
第
一
項

第 第
十 七
三 条
条 第
第 十
二 二
項 項

第
い 十第 第 て 八七 七 は 条条 条 、第 第 次 育四 三 の 児項 項 表 短及

（
育 第 第 第児 十 十 十短 六 六 六時 条 条 条間 の の の勤 五 五 八務 第 第 第

第 第 第
十 十 十
六 六 四
条 条 条
の の 第
五 五 一
第 第 項

支
給
す
る

第
二
号
ロ

短 と
時 す
間 る
勤
務
学

の 時び 上 間第 欄 勤七 に 務項 掲 を
げ し決 決 る て定 定 学 いす す 校 るる る 職 学
員 校
給 職

学 六 五 三校 項 項 項職
員
等
に 人 給 給対 事 料 料す 委 月 のる 員 額 月学 会 額校 規職

五 四
項 項
及
び

給 支
料 給

す
る

るそ
まの
で勤
の務
間を
のし
勤た

校
職
員

勤支 員勤十地 に
務給 等務条方 、
です 」を第公 算
正る と含一務 出
規。 いむ項員 率
のた う。にの を
勤だ 。）規育 乗

与 員
条 （
例 以
の 下じ決 数たじ決 規た定 をそた定 「
定 育額す いの額す 中 児にる う者にる 同 短算も 。の算も 表 時出の 以勤出の の 間率と 下務率と 中 勤

則員
給
与
条 育 給 給例 児 料 料の 短 月 の規 時 額 月定 間 を 額の 勤 算 を適 務 出 算用

給 あ額で勤
料 るにの務
の 場百間を
月 合分のし
額 はの勤た
を 、百務日
算 百 にに（

務日
にに
あお
つけ
てる
は正
、規
同の
条勤
に務
規時

務し ）を定児 じ
時、 しす休 て
間育 てる業 得
を児 い育等 た
超短 る児に 額
え時 学短関 と
て間 校時す す
し勤 職間る る
た務 員勤法
も学 務律（
の校 以（（

をし 同時 し（ 欄 務乗、 じ間勤、 に 学じそ 。を務そ 掲 校ての ）同時の げ 職得者 を条間者 る 員たの 乗第条の 字 等額給 じ一例給 句 」と料 て項第料 は とす月 得に三月 、 いる額 た規条額 そ うは 額定第は れ 。

職 率 出） 員 で 率
等 除 で
の し 除
勤 て し
務 得 て
時 た 得
間 額 た
を 額
考
慮

出 分そあお
率 ののつけ
で 百勤てる
除 二務は正
し 十が、規
て 五午同の
得 ）後条勤
た を十に務
額 乗時規時

じか定間
てらすと

定間
すと
るの
勤合
務計
一が
時八
間時
当間
たに
り達

の職 下同平
う員 法成「
ち等 育第三
、が 児十年
そ、 短七法
の第 時条律
勤一 間の第
務号 勤規百
のに 務定十
時掲 学に号
間げ 校よ）

、 とす二、 ぞ ）そ する項そ れ にの る勤のの 同 対者 務規者 表 すの 時定の の る受 間に受 下 学け でよけ 欄 校る 除りる に 職号 し定号 掲 員給 てめ給 げ 給に 得らに る 与

し
て
人
事
委
員
会
規
則

得翌るの
た日勤合
額の務計
と午一が
す前時八
る五間時
時当間
またに
でり達
ののす
間給る

のす

四
三

とる 職る第 応 たれ応 字 条
句 例
と の
す 規
る 定
。 の

適
用
に
つ

で与ま
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２
得 例 の 額 二
た は 育 と 条（
数 昭 児 す 第「
を 和 決 短 る 二
い 四 定 時 」 項
う 十 す 間 と の
。 六 る 勤 、 規

第 （
料 例 二 育 「
月 」 十 児 相
額 と 条 短 当
は い 時 す
、 う 育 間 る
そ 。 児 勤 額
の ） 短 務 」

第 （
れ に び 十 育

応 第 九 児た
じ 四 条 短そ
た 項 時の
額 の 育 間者
に 規 児 勤の
算 定 短 務勤

第 八第 第
十 条十 十
八 の八 八
条 四条 条
第 第第 第
六 三五 四
項 項項 項以 年 も 務 同 定

下 山 の 学 条 に
同 口 と 校 第 よ
じ 県 し 職 三 り
。 条 、 員 項 定
） 例 そ 等 中 め
を 第 の に ら「
乗 三 者 対 相 れ
じ 十 の す 当 た
て 号 給 る す そ
得 ） 料 任 る の
た 第 月 期 額 者

者 第 時 職 と
の 七 間 員 あ
受 条 勤 等 る
け 第 務 及 の
る 二 職 び は
号 項 員 育 「
給 及 等 児 相
に び に 短 当
応 第 対 時 す
じ 三 す 間 る
た 項 る 勤 額
額 の 一 務 に

出 の 時 職務
率 適 間 員時

用 勤 等間 （
職 に 務 にを
員 つ 職 対同
の い 員 す条
勤 て 等 る第
務 は に 一一
時 、 対 般項
間 同 す 職に
、 条 る の規
休 第 一 任

及
び
第
十

人 給 給
事 料 料
委 の
員 月
会 額
規

額 三 額 付 」 の
と 条 は 職 と 勤
す 第 、 員 あ 務
る 二 そ 条 る 時
」 項 の 例 の 間
と の 者 第 は を
、 規 の 七 同「
同 定 受 条 相 条
条 に け 第 当 第
第 よ る 二 す 一
三 り 号 項 る 項

に 規 般 学 算
算 定 職 校 出
出 の の 職 率
率 適 任 員 を

用 期 等 乗（
職 に 付 に じ
員 つ 職 対 て
の い 員 す 得
勤 て の る た
務 は 採 一 額
時 、 用 般 」

定
日 三 般 期す
及 項 職 付る
び 中 の 研勤
休 任 究務 「
暇 決 期 員時 に 定 付 の間 関 す 研 採で す る 究 用除 る 」 員 等し 条 と の にて 例 あ 採 関

則

育 給 給 間給
児 料 料 で与
短 の の あ額
時 月 月 るに
間 額 額 場百
勤 を を 合分
務 算 算 はの

項 定 給 及 額 に
中 め に び に 規

ら 応 第 算 定「
相 れ じ 三 出 す
当 た た 項 率 る
す そ 額 の を 勤
る の に 規 乗 務
額 者 算 定 じ 時
」 の 出 の て 間
と 勤 率 適 得 で
あ 務 用 た 除

間 同 等 職 と
、 条 に の す
休 第 関 任 る
日 二 す 期 。
及 項 る 付
び 中 条 職
休 例 員「
暇 決 の（
に 定 平 採
関 す 成 用
す る 十 等

得 る 用 す（た 昭 の 等 る数 和 は に 条を 二 関 例「い 十 決 す の
う 八 定 る 規
。 年 す 条 定
以 山 る 例 の
下 口 も 適（
同 県 の 平 用
じ 条 と 成 ）

学 出 出 、百
校 率 率 百（
職 で で 分そ
員 除 除 のの
等 し し 百勤
の て て 二務
勤 得 得 十が
務 た た 五午
時 額 額 ）後
間 を十
を 乗時（

る 時 学 に 額 し
の 間 校 つ 」 て
は を 職 い と 得

同 員 て す た「
相 条 の は る 数
当 第 勤 、 。 を
す 一 務 同 い
る 項 時 条 う
額 に 間 第 。
に 規 、 二 以
算 定 休 項 下

る 」 四 に
条 と 年 関
例 あ 山 す

る 口 る（
昭 の 県 条
和 は 条 例
二 例 の「
十 決 第 規
八 定 五 定
年 す 十 の
山 る 号 適

。 例 し 十
） 第 、 四
を 十 そ 年
乗 一 の 山
じ 号 者 口
て ） の 県
得 第 給 条
た 二 料 例
額 条 月 第
と 第 額 四
す 二 は 十

考 じか
慮 てら
し 得翌
て た日
人 額の
事 と午
委 す前
員 る五
会 時
規 ま
則 で

出 す 日 中 同
率 る 、 じ「
を 勤 休 決 。
乗 務 暇 定 ）
じ 時 等 す を
て 間 に る 乗
得 で 関 」 じ
た 除 す と て
額 し る あ 得
」 て 条 る た

口 も 。 用
県 の 以 ）
条 と 下
例 し 「
第 、 任
十 そ 期
一 の 付
号 者 職
） の 員
第 給 条

る 項 、 九
」 の そ 号
と 規 の ）
、 定 者 第
同 に の 五
条 よ 受 条
第 り け 第
四 定 る 三
項 め 号 項
中 ら 給 及

の

四
四
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の 職
育 員
児 給
休 与
業 条
等 例
に 第

２
一 二 例 中

任 項 項 （ 「
期 又 中 平 前
付 は 成 条「
短 第 再 四 第
時 二 任 年 十
間 十 用 山 二

第 ３（
う 任 か に二
。 期 っ 育 相十
） 付 た 当児三
に 短 と す短条
対 時 仮 る時
す 間 定 月間法
る 勤 し 数勤第

２ 第 （
例 二 育 で

育 第 十 児 除
児 六 二 短 し
短 条 条 時 て
時 の 間 得
間 四 職 勤 た
勤 第 員 務 数

第 （
関 三 二 育 と
す 条 十 児 す
る 第 一 短 る
条 一 条 時 。
例 項 間

の 育 勤（
昭 規 児 務

関 七
す 条
る の
条 二
例 中
（ 「
平 前
成 条
四 第
年 十
山 二
口 項

勤 八 職 口 項
務 条 員 県 」
職 の 」 条 と
員 六 と 例 あ
に 第 あ 第 る
対 一 る 一 の
す 項 の 号 は
る 若 は ） 「
学 し 第 前「
校 く 短 二 条
職 は 時 十 」
員 第 間 六 と

職 務 た 」務十
員 職 場 との八
給 員 合 あ期条
与 に の る間第
条 対 勤 の中一
例 す 務 はの項
第 る 時 、職の
五 職 間 員規 「
条 員 に その定
の 給 よ の退に
二 与 り 月職よ
、 条 勤 数

務 一 の を を
を 項 退 し 乗
し に 職 た じ
た 規 手 職 て
期 定 当 員 得
間 す に の た
に る 関 退 額
つ 現 す 職 」
い 実 る 手 と
て に 条 当 す
の 職 例 の る
職 務 第 取 。

和 定 短 学
四 の 時 校
十 適 間 職
六 用 勤 員
年 に 務 等
山 つ 学 に
口 い 校 対
県 て 職 す
条 は 員 る
例 、 等 義
第 同 に 務
三 項 対 教

県 」
条 と
例 あ
第 る
一 の
号 は
） 「
第 前
二 条
十 」
六 と

給 二 勤 条 、
与 項 務 第 「
条 の 職 一 同
例 規 員 項 項
第 定 」 の 」
七 に と 規 と
条 よ 、 定 あ
の り 職 に る
二 採 員 よ の
、 用 給 り は
第 さ 与 読

手り
第 例 務 の当任
十 及 し 三に期
六 び た 分関を
条 学 と のす定
の 校 き 一るめ十 職 に に条て一 員 受 相例採第 給 け 当の用二 与 る す規さ項 条 べ る定れ及 例 き 月

員 に 六 扱
の 従 条 い
退 事 の ）
職 す 四
手 る 第
当 こ 一
に と 項
関 を 及
す 要 び
る し 第
条 な 七

十 中 す 育
号 る 諸「
） 給 義 学
第 料 務 校
三 月 教 等
条 額 育 の
第 」 諸 教
二 と 学 育
項 あ 校 職
の る 等 員
規 の の の

条 、
第 「
二 同
項 項
の 」
規 と
定 あ
に る
よ の
り は
読

「
二 れ 条 み 同
十 た 例 替 条
条 者 第 え 」
の 」 二 て と
二 と 十 適 、
第 あ 一 用 「
二 る 条 さ 勤
項 の 第 れ 務
及 は 二 る 時
び 項 勤 間「
第 短 中 務 条

にたび の 給 数よ同第 規 料 」る項二 定 月 と退に十 の 額 す職規一 適 と る手定条 用 す 。当す第 ） る のる二 。
計短項
算時の
の間規

例 い 条
第 期 第
七 間 四
条 に 項
第 該 の
四 当 規
項 す 定
の る の
規 も 適
定 の 用
の と に

定 は 教 給
に 、 育 与
よ 職 特「
り 受 員 別
定 け の 措
め る 給 置
ら 号 与 条
れ 給 特 例
た に 別 の
そ 応 措 規
の じ 置 定「

み 同
替 条
え 」
て と
適 、
用 「
さ 勤
れ 務
る 時
勤 間
務 条

二 時 時 例「
十 間 法 間 」
三 勤 第 条 と
条 務 二 例 あ
第 職 十 」 る
二 員 八 と の
項 」 条 、 は
の と の 職 「
規 す 四 員 職
定 る 第 給 員
の 。 一 与 の

基勤定
礎務の
と職適
な員用
るに （
給以つ
料下い
月て 「

任 額は
期 は、

、付職

適 す つ
用 る い
に 。 て
つ は
い 、
て 育
は 児
、 短
同 時
項 間
中 勤

者 た 条 の
の 額 例 適
勤 に 用（
務 、 昭 ）
時 学 和
間 校 四
を 職 十
同 員 六
条 の 年
第 勤 山
一 務 口

時 例
間 」
条 と
例 あ
」 る

四 と の
五 、 は

学 「
校 職
職 員

適 項 条 育
用 、 例 児
に 第 第 休
つ 二 十 業
い 十 六 等
て 八 条 に
は 条 の 関
、 の 十 す
学 五 一 る
校 第 第 条

育短員
児時給
短間与
時勤条
間務例
勤職第
務員五

」 を条
と しの

二 い な

務「
そ を
の し
月 た
数 期
の 間
二 は
分 、
の 同
一 条

項 時 県
に 間 条
規 、 例
定 休 第
す 日 三
る 、 十
勤 休 一
務 暇 号
時 等 ）
間 に 第
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第
四
条
の
二
第
一

九 換 二「
第 条 以 第 算 分
五 第 下 率 の五
条 二 」 に 一条
を 項 に よ にの
第 」 改 り 相二
六 に め 換 当の
条 改 、 算 す見

第 ２（
第 二 任 あ
六 十 期 る 任
条 七 付 の 期
に 条 短 は 付
見 時 、 短
出 第 間 時「
し 六 勤 三 間

第 第（ （
あ 二 任 二 職 二
る 十 期 十 員 、
の 六 付 五 の 第
は 条 短 条 退 七
、 時 職 条

任 間 職 手 の「
三 期 勤 員 当 三

第 （
企 務 二 員二
業 学 十 給十
職 校 八 与四
員 職 条 条条
の 員 の 例
給 」 四 第企
与 と 第 二業

号
中
「
育
児
休
業
に
係
る
子
を

と め し る出「
す 、 こ て 」し
る 同 の 得 をを
。 条 条 た 「「

を 及 」 場（
第 び に 合育
七 第 改 に児
条 八 め お休
と 条 、 い業
す 第 同 てを
る 三 条 、し
。 項 を 部

と 条 務 十 勤
し の 職 二 務
て 規 員 時 職

定 の 間 員「
は 任 ま に（

育 、 期 で 対
児 法 の 」 す
休 第 更 と る
業 十 新 す 学
を 八 ） る 校
し 条 。 職
た 第 員

十 付 務 の に 及
二 短 職 退 関 び
時 時 員 職 す 第
間 間 に 手 る 十
ま 勤 対 当 条 六
で 務 す に 例 条
」 職 る 関 の の
と 員 勤 す 適 規
す に 務 る 用 定
る 対 時 条 除 は
。 す 間 例 外 、

る 条 の ） 任

の す 一 十職
種 る 項 条員
類 。 、 のの
及 第 二給
び 二 第与
基 十 二の
準 八 項種
に 条 中類
関 の及 「
す 五 再び
る 第 任基
条 一 用

職
員
」
を
「
職
員
が
育
児
休

て
に 第 内い
お 八 のる
い 条 他職
て と の員
」 す 職のを る 員期削 。 と末り の手、 権当 衡等「
第 上

職 三 勤
員 項 務
の の 時
職 規 間
務 定 条
復 に 例
帰 よ 第
後 り 三
に 任 条
お 期 第
け を 三

勤 例 規 期
務 及 定 付
時 び は 短
間 学 、 時
条 校 任 間
例 職 期 勤
第 員 付 務
二 勤 短 職
条 務 時 員
第 時 間 に
三 間 勤 は

準
例 項 学に
の 又 校関
適 は 職す
用 第 員る 除 二 」条 外 十 と例 ） 八 あ（ 条 る昭 の の和 六 は四 第

業
に
よ
り
養
育
し
て
い
る
子

の八 必支条 要給第 が）二 あ」項 るに」 と改を 認め め「 、第 ら
同二 れ
条十 る

る 更 項
号 新 の
給 す 規
の る 定
調 場 の
整 合 適
） に 用
」 つ に
を い つ
付 て い
し 準 て

項 条 務 、
の 例 職 適
規 の 員 用
定 規 に し
の 定 は な
適 の 、 い
用 適 適 。
に 用 用
つ ） し
い な
て い

十 「
一 短一 項 時年 若 間山 し 勤口 く 務県 は 学条 第 校

例 二 職
第 項 員
五 の 」
十 規 と

を
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同

第八 と
一条 き
項第 は
中二 、

項 当「
次」 該
項に 育
及、 児
び 休「
第第 業
八九 の

、 用 は
同 す 、
条 る 同
中 。 項

中「
と 「
き 十
は 六
、 時
当 間
該 か

は 。
、
同
項
中
「
十
六
時
間
か

二 定 、
号 に 学
） よ 校
第 り 職
五 採 員
条 用 給
、 さ 与
第 れ 条
五 た 例
条 者 第
の 」 二

条
を
第
五
条
と
す
る
。

条条 期
第第 間
三二 を
項項 百
に」 分
おを の
い 百「
て第 以
」二 下

十 を の

育 ら
児 三
休 十
業 二
を 時
し 間
た ま
期 で
間 」
の と

ら
三
十
二
時
間
ま
で
」
と

三 と 十
、 あ 三
第 る 条
六 の 第
条 は 二
、 項「
第 短 中
七 時 「
条 間 法
の 勤 第

四
六
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と
し 第
、 三
同 条
条 第
第 八
六 項
項 中

第 （
三 学 つ 児
条 校 第 て 短

職 十 は 時
学 員 二 、 間
校 の 条 四 勤
職 勤 第 週 務
員 務 一 間 等
の 時 項 を の

つ ら 間 曜 れ
て な 第 ご 日 ら
は い 四 と に の
八 」 条 の 加 日
日 を 第 期 え に
以 一 間 て 加「
上 八 項 に 」 え
の 日 中 つ に て

第 い 規 務 「
三 う 定 職 育
条 。 に 員 児
第 ） よ 等 短
一 に る 」 時
項 従 勤 と 間
た い 務 い 勤

第 （
２ し 二 職

、 第 条 員
地 同 二 の
方 条 条 職 勤
公 第 第 員 務
務 一 三 の 時
員 項 項 勤 間
の の 中 務 、

を 「
同 第
条 四
第 項
七 」
項 を
と 「
し 第
、 五
同 項
条 」
第 に

勤 間 第 超 内
務 、 一 え 容
時 休 号 な ）
間 日 中 い 」
、 、 期 を「
休 休 二 間 、
日 暇 十 に 「
、 等 日 つ 八
休 に き 日（
暇 関 」 一 （
等 す の 週 」
に る 下 間 の

週 の い 、 月「
休 週 第 て 曜「
日 休 三 、 、 日
） 日 項 当 週 か
を 」 該 休 ら（
設 育 を 育 日 金
け 児 児 」 曜「
な 短 第 短 を 日
け 時 四 時 ま「
れ 間 項 間 週 で
ば 勤 」 勤 休 の
な 務 に 務 日 五

だ 、 を う 務
し 任 す 。 」
書 命 る ） と
中 権 こ の い

者 と 一 う「
任 が と 週 。
命 別 な 間 ）
権 に つ 当 の
者 定 た た 承
は め 職 り 認
、 る 員 の を
」 。 に 勤 受

育 次 時 休「
児 に 前 間 日
休 次 二 、 及
業 の 項 休 び
等 一 」 日 休
に 項 を 及 暇
関 を び に「
す 加 前 休 関
る え 三 暇 す
法 る 項 に る
律 。 」 関 条

に す 例
五 改
項 め
中 、

同「
第 項
三 を
項 同
」 条
を 第

九「
第 項

関 条 に 当 下
す 例 た に「
る の 育 り 「
条 一 児 一 育
例 部 短 日 児

改 時 以 短（
昭 正 間 上 時
和 ） 勤 の 間
四 務 割 勤
十 職 合 務
六 員 で 職

ら 職 改 等 」 日
な 員 め の に 間
い 等 、 内 改 に
」 に 同 容 め お
に あ 条 に 、 い
改 つ 第 従 同 て
め て 二 い 条 週
、 は 項 一 第 休
同 八 中 日 二 日
項 日 に 項 を「
た 以 八 つ た 設

の あ 務 け
下 つ 時 た
に て 間 職

は は 員「
育 、 、 （
児 同 前 同
短 条 項 法
時 の の 第
間 規 規 十
勤 定 定 七
務 に に 条

（
平 改 る の
成 め 条 一
三 、 例 部
年 同 改（
法 項 昭 正
律 を 和 ）
第 同 二
百 条 十
十 第 八
号 四 年
） 項 山

四 と
項 し
」 、
に 同
改 条
め 第
、 七
同 項
項 中
を 「
同 第

年 等 当 員
山 及 該 等
口 び 育 及
県 」 児 び
条 を 短 」
例 加 時 を
第 え 間 、
三 る 勤 「
十 。 務 割
号 等 合
） の で

だ 上 日 き だ け
し で 八 し る（
書 当 短 時 書 も
中 該 時 間 中 の

育 間 を と「 「
必 児 勤 超 た し
要 短 務 え だ 、
」 時 職 な し 」
の 間 員 い 」 を
下 勤 に 範 の 加
に 務 あ 囲 下 え

職 よ か の
員 り か 規
等 す わ 定
に る ら に
つ こ ず よ
い と 、 る
て と 当 勤
は な 該 務
、 つ 承 を
必 た 認 す
要 勤 を る

第 と 口
十 し 県
条 、 条
第 同 例
三 条 第
項 第 十
の 二 一
規 項 号
定 中 ）
に の「
よ 前 一

条 四
第 項
六 」
項 を
と 「
し 第
、 五
同 項
条 」
第 に
四 改

の 内 週
一 容 休
部 に 日
を 従 」
次 つ の
の た 下
よ 週 に
う 休 「
に 日 （
改 ） 育
正 」 児

等 つ 内 に 、「
の て で（ 「 「

育 内 は 勤 、 こ
児 容 、 務 育 れ
短 に 八 時 児 ら
時 従 日 間 短 の
間 つ 以 を 時 日
勤 た 上 割 間 に
務 週 ） り 勤 加
職 休 の 振 務 え
員 日 週 る 職 て

に 務 受 こ
応 の け と
じ 内 た と
、 容 育 な
当 。 児 つ
該 以 短 た
育 下 時 職
児 間 員「
短 育 勤 を
時 児 務 含
間 短 の む

り 項 部
同 」 を
条 を 次
第 の「
一 第 よ
項 一 う
に 項 に
規 」 改
定 に 正
す 改 す
る め る

項 め
た 、
だ 同
し 項
書 を

四 中 同
七 条「

教 第
育 八
委 項

す を 短
る 加 時
。 え 間

る 勤
。 務

職
員
等
に
あ

等 、 休 も 員 、
に 短 日 の 等 」
あ 時 を と に を
つ 間 設 し つ 「
て 勤 け 」 い 日
は 務 な を て 曜
、 職 け 加 は 日
当 員 れ え 、 及
該 に ば る 一 び
育 あ な 。 週 土

勤 時 内 。
務 間 容 以
等 勤 下（
の 務 同 「
内 等 法 育
容 の 第 児
に 内 十 短
従 容 七 時
い 」 条 間
こ と の 勤

育 、 。
児 同
短 項
時 を
間 同
勤 条
務 第

三（
以 項
下 と
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第
五
条

一
般
職
の
任

（
一 る 日 む 三
般 勤 ） 。 第項
職 務 」 七以 の
の を を 条下 規
任 す 、 第こ 定
期 る 二の に「
付 こ の 項項 よ
職 と 勤 中に り

第 （
四 一
条 般 第 第 第

職 十 十 十
一 の 七 二 条
般 任 条 条 中
職 期 中 第 「
の 付 一 第「
任 研 第 項 三

２
第 勤 法 短 「
七 務 第 時 育 地
条 等 十 間 児 方
第 の 七 勤 短 公
一 内 条 務 時 務
項 容 の 学 間 員
中 」 規 校 勤 の

の 項 日 金 員
次 」 」 曜 会
に を を 日 は
次 ま 、「 「
の 第 週 で 」
一 一 休 の の
項 項 日 五 下
を 」 」 日 に

期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る

員 と 務 お 同 「
の な 時 五い 条
採 っ 間 日て 第
用 た 」 間一「
等 職 の 」育 項
に 員 下 の児 に
関 に に 下短 規
す あ に時 定「
る っ 間 す（ 「
条 て 育 勤 る （
例 は 児 当務 育
の 、 短 該

期 究 三 第 条
付 員 条 一 第
研 の 第 号 四
究 採 四 中 項
員 用 項 、「
の 等 か 二 第
採 に ら 十 六
用 関 第 日 項
等 す 七 及（
に る 項 」 び
関 条 」 の 第
す 例 を 下 七

と 定 職 務 育「
第 い に 員 」 児
三 う よ 等 と 休
条 。 る 」 い 業
第 ） 勤 と う 等
五 に 務 い 。 に
項 従 を う ） 関
か い す 。 の す
ら 、 る ） 承 る
第 山 こ の 認 法
七 口 と 一 を 律
項 県 と 週 受

加 に に 間 「
え 、 改 に 育
る め お 児「
。 山 、 い 短

口 同 て 時
県 項 週 間
教 を 休 勤
育 同 日 務
委 条 を 学
員 第 設 校
会 五 け 職

項 る 員
条
例
（
平
成
十
四
年
山
口
県

職 児
一 同 時 第員 短
部 条 間 一等 時
改 の 勤 号」 間
正 規 務 任と 勤） 定 職 期い 務に 員 付う のよ 等 研。 承り に 究） 認す あ 員で をる っ があ 受こ て 地

る の に 項「
条 一 第 」「
例 部 三 育 を

改 条 児（ 「
平 正 第 短 第
成 ） 五 時 三
十 項 間 条
四 か 勤 第
年 ら 務 五
山 第 学 項
口 八 校 、

（
」 教 な 間 け 平
を 育 つ 当 た 成

委 た た 学 三「
第 員 学 り 校 年
三 会 校 の 職 法
条 職 勤 員 律（
第 以 員 務 第（
六 下 に 時 同 百
項 あ 間 法 十「
か 教 つ は 第 号
ら 育 て 、 十 ）

（
以 と も 等
下 し の に

、 と つ「
教 同 し い
育 条 、 て
委 第 」 は
員 三 を 、
会 項 加 必
」 中 え 要
と 、 に「
い 前 応

条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を

る けと は 方場 たと 、 公合 職な 当 務に 員っ 該 員あた 承 の（
っ 同勤 認 育て 法務 を 児は 第の 受 休、 十内 け 業勤 七容 た 等務 条） 育 に

県 項 職 第
条 」 員 七
例 に 等 項
第 改 及 及
四 め び び
十 る 」 第
九 。 を 八
号 加 項
） え 」
の る に
一 。 改

第 委 は 前 七 第
八 員 、 項 条 十
項 会 同 の の 条
」 」 条 規 規 第
に と の 定 定 三
改 い 規 に に 項
め う 定 か よ の
る 。 に か る 規
。 ） よ わ 勤 定

が り ら 務 に
別 す ず を よ

「
う 二 こ じ
。 項 れ 、
） 」 ら 当
」 を の 該
を 日 育「

前 に 児「
教 三 加 短
育 項 え 時
委 」 て 間
員 に 、 勤
会 改 」 務

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

時 のに 児 関
間 規従 短 す
条 定っ 時 る
例 にた 間 法
第 よ勤 勤 律
三 る務 務 （
条 勤時 の 平
第 務間 内 成
一 を） 容 三
項 す」 年（
に るを 同 法

部 め
を る
次 。
の
よ
う
に
改
正
す
る

に る 、 す り
定 こ 当 る 同
め と 該 こ 条
る と 承 と 第
。 な 認 と 一

つ を な 項
た 受 つ に
勤 け た 規
務 た 学 定
の 育 校 す
内 児 職 る

」 め を 等
に 、 の「
改 同 日 内
め 項 曜 容
、 を 日 に
同 同 及 従
項 条 び い
を 第 土 こ
同 四 曜 れ
条 項 日 ら
第 と に の

規 こ加 法 律
定 とえ 第 第
す とる 十 百
る な。 七 十
週 っ条 号
休 たの ）
日 職規 第
以 員定 十
外 をに 条

よ の 含 第

。 容 短 員 育
。 時 を 児
以 間 含 短
下 勤 む 時

務 。 間「
育 の 以 勤
児 内 下 務
短 容 「 （
時 育 以（
間 同 児 下

三 し 加 日
項 、 え に
と 同 て 加
し 条 」 え
、 第 に て
同 二 、 月
条 項 曜「
第 中 、 日
一 週 か「
項 前 休 ら

四
八
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平
成
十
九
年
十
二

４ （
山 企
口 第 企 業
県 十 業 職
使 七 職 員
用 条 員 の
料 第 の 給
手 二 給 与
数 項 与 の

３ ２
る い る 成
。 て 平 号 十 第

は 成 給 九 一
、 十 の 年 条
同 九 調 八 の
条 年 整 月 規
中 八 に 一 定

月 つ 日 に「

（
経 及 条 部（
過 び 第 分「
措 附 一 第 を
置 則 項 九 除
） 第 各 条 く

三 号 第 。
項 」 三 ）
の に 項 、

１ （
施

こ 行 第 第
の 期 附 十 四
条 日 一 条
例 ） 則 条 第
は 第 三
、 一 項
平 項 第

月
二
十
五
日

料 中 の 種
条 種 類「
例 第 類 及
の 十 及 び
一 条 び 基
部 第 基 準
を 一 準 に
改 項 に 関
正 」 関 す
す を す る
る る 条「
条 第 条 例

百 一 い 以 よ
分 日 て 後 る
の に は に 改
百 お 、 職 正
以 い な 務 後
下 て お に の
」 現 従 復 職
と に 前 帰 員
あ 育 の し の
る 児 例 た 育
の 休 に 場 児
は 業 よ 合 休

規 改 」 同
定 め を 条
は る 例「
、 部 第 第
公 分 十 八
布 を 九 条
の 除 条 第
日 く 第 一
か 。 三 項
ら ） 項 の
施 並 」 改
行 び に 正

成 中 三
二 号「
十 第 中
年 二 「
四 条 第
月 第 九
一 二 条
日 項 第
か 」 一
ら を 項
施 」「
行 第 を

例 三 例 の
を 十 一（
こ 条 昭 部
こ 第 和 改
に 一 四 正
公 項 十 ）
布 」 一
す に 年
る 改 山
。 め 口

る 県

、 を る に 業
し 。 お 等「

百 て け に
分 い る 関
の る 号 す
百 職 給 る
以 員 の 条
下 が 調 例

同 整（ （
当 日 に 以
該 以 つ 下

す に 改 規
る 第 め 定
。 五 る （

条 部 「
中 分 第
一 に 九
般 限 条
職 る 第
の 。 一
任 ） 項
期 及 」

す 二 「
る 条 第
。 第 十
た 三 九
だ 項 条
し 」 第
、 に 一
第 改 項
一 め 」
条 、 に
中 同 改

。 条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部

期 後 い 「
間 に て 改
の 職 適 正
う 務 用 後
ち に し の
平 復 、 条
成 帰 育 例
十 し 児 」
九 た 休 と
年 場 業 い
八 合 を う

付 び を
職 同 「
員 条 第
の 例 十
採 第 九
用 十 条
等 条 第
に 第 一
関 一 項
す 項 」
る の に

職 条 め
員 第 る
の 二 。
育 項
児 中
休 「
業 第
等 三
に 条
関 第
す 二

山
口
県
知
事

二

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

月 に し 。
一 お た ）
日 け 職 第
前 る 員 八
の 改 が 条
期 正 同 の
間 後 日 規
に の 前 定
つ 条 に は
い 例 職 、
て 第 務 育

条 改 改
例 正 め
第 規 る
四 定 部
条 分（
第 に「
三 第 限
項 八 る
第 条 。
三 第 ）
号 一 、

る 項
条 」
例 を
第 「
六 第
条 三
の 条
改 第
正 三
規 項
定 」

井

関
四
九

成

は 八 に 児
、 条 復 休
二 の 帰 業
分 規 し を
の 定 た し
一 の 場 た
） 適 合 職
」 用 に 員
と に お が
す つ け 平

の 項 同
改 各 条
正 号 第
規 」 四
定 を 項
並 の「
び 第 改
に 二 正
次 十 規
項 八 定

に（
同 改
条 め
を る
第 。
八
条
と
す
る
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第 山
東 二 口

名 条 県 山部
の 社 口社
表 会 県会
を 福 社福 次 祉 会

祉 の 事 福
事

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 十 社
第 九 会
六 年 福
十 十 祉
三 二 事

は 五 円
、 こ 号 」 別
公 の ） に 表
布 条 附 第 改 第
の 例 二 め 一
日 は 則 条 、 の
の 、 の 同 ６
翌 公 規 備 の
日 布 定 考 表

を 山
第 山 口「

第 二 口 県
十 条 県 山 条
二 第 使 口 例
条 三 用 県 第
の 項 料 使 六
三 の 手 用 十
第 表 数 料 二

よ 務 祉
務 称 う 所 事
所 に 設 務

改 置 所
め 条 設柳 位 る 例 置
。 条（

昭 例井 和 の
二 一

置 十 部市 九 を

号 月 務
二 所
十 設
五 置
日 条

例
の
一
部
を
改
正

か の に の 十
ら 日 よ 二 九
施 か る 中 の
行 ら 改 項「
す 施 正 貸 の
る 行 前 金 備
。 す の 業 考

る 貸 の 中
。 金 規 「
た 業 制 貸
だ の 等 金
し 規 に 業

十 貸 料 手 号
項 金 条 数
」 業 例 料
に 務 条（
改 取 昭 例
め 扱 和 の
る 主 三 一
。 任 十 部

者 一 を
研 年 改
修 山 正
受 口 す

年 改
大 山 正
島 口 す
郡 県 る

条 条
玖 所 例 例
珂 第
郡 五

十
熊 七
毛 号

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

、 制 関 の
別 等 す 規
表 に る 制
第 関 法 等
一 す 律 に
の る 」 関
６ 法 を す
の 律 る「
表 」 貸 法
十 に 金 律
九 改 業 第

講 県 る
手 条 条
数 例 例
料 第
の 一
項 号
中 ）

の「
貸 一
金 部
業 を

郡 ）
の

阿 管 一
武 部
郡 を

次
の
よ
う
に

区 改

る
。

の め の 二
項 る 規 条
の 。 制 第
改 等 二
正 に 項
規 関 」
定 す を

る（ 「
法 貸「

六 律 金
千 等 業

の 次
規 の
制 よ
等 う
に に
関 改
す 正
る す
法 る
律 。
」

正
す
る
。

域

山
口
県
知
事

二

五 の 法
百 一 第
円 部 二
」 を 条
を 改 第

正 二「
一 す 項
万 る 」
円 法 に
」 律 、
に

を
「
貸
金
業
法
」
に
、
「
第

井

関

成

（ 「
改 平 六
め 成 千
る 十 五
部 八 百
分 年 円
に 法 」
限 律 を
る 第 「
。 百 一
） 十 万

二
十
四
条
の
七
第
十
項
」

五
〇
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二
を
し 入
た 居
と 者
き 又
。 は

２ ２
一 第 第

三 知 二 知
入 十 事 十 事
居 条 は 二 は
者 第 、 条 、
又 一 前 に 入
は 項 項 次 居

第
第 四 第 四 第
二 項 七 七 七
十 中 条 十 そ 条
一 第 七 の 第「
条 及 二 号 者 一
に び 項 ） 又 項
次 第 中 第 は 第

第 山（
一 山 口
条 口 県

県 山 条
山 営 口 例
口 住 県 第
県 宅 営 六
営 条 住 十
住 例 宅 四

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
十 営 例
九 住 は 則
年 宅 、
十 条 平
二 例 成

同
居
者
が
当
該
県
営
住
宅
の
敷

同 中 の の 者
居 承 一 が「
者 一 認 項 同
が に を を 居
暴 」 受 加 さ
力 を け え せ
団 よ る よ「
員 い う 。 う
で ず と と
あ れ す す
る か る る
こ に 者 者

の 三 二 そ 二「
一 号 及 条 の 号
項 」 び 第 者 ロ
を を 第 六 と 中
加 三 号 現「 「
え か 号 に に 一
る ら の 規 同 に
。 第 」 定 居 」

四 を す し を
号 る 、「 「
ま か 暴 若 い
で ら 力 し ず

宅 の 条 号
条 一 例
例 部 及

改 び（
昭 正 山
和 ） 口
二 県
十 営
七 特
年 定
山 公
口 共

月 及 二
二 び 十
十 山 年
五 口 四
日 県 月

営 一
特 日
定 か
公 ら
共 施
賃 行
貸 す

地
内
に
お
い
て
、
他
の
入
居

と 」 が が
が に 暴 暴
判 改 力 力
明 め 団 団
し 、 員 員
た 同 で で
と 項 あ あ
き 中 る る
。 第 と と

二 き き
号 は は

」 第 団 く れ
に 四 員 は か
改 号 同 に（
め ま 以 居 」
、 で 下 し に

に よ 改「 「
同 掲 暴 う め
項 げ 力 と 、
第 る 団 す 同
三 」 員 る 項
号 に 」 親 に

県 賃
条 貸
例 住
第 宅
三 条
十 例
一 の
号 一
） 部
の を
一 改

住 る
宅 。
条
例
の
一
部
を
改
正
す

者
又
は
同
居
者
の
生
活
の
平

を 、 、
第 同 前
四 項 項
号 の の
と 承 承
し 認 認
、 を を
第 し し
一 て て
号 は は
を な な

」 、 と 族 次
の い が の「
下 同 う 暴 一
に 項 。 力 号

第 ） 団 を「
及 三 で 員 加
び 号 な に え
第 の い よ る
四 」 こ る 。
号 を と 不
」 。 当

部 正
を す
次 る
の 条
よ 例
う
に
改
正
す
る

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

穏
を
害
し
、
又
は
こ
れ
ら
の

第 ら ら
三 な な
号 い い
と 。 。
し
、
同
項
の
前
に

「
を 同 な
加 項 行
え 第 為
る 三 の
。 号 防

及 止
び 等
第 に
四 関
号 す
に る

。 山
口
県
知
事

二

。

者
に
迷
惑
を

五 及
一 ぼ

す
行
為

次
の
二
号
を
加
え
る
。

掲 法
げ 律
る （
」 平
に 成
改 三
め 年
、 法
同 律
条 第

井

関

成
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一

次
の
イ
又
は

第 （
二 山

第 条 口 別 こ
特 五 県 表 と
定 条 山 営 西 が
公 第 口 特 岐 で
共 一 県 定 波 き
賃 項 営 公 県 る
貸 を 特 共 営 。

第 ２（
四 知 意 定
十 事 見 知 す
三 へ を 事 る
条 の 聴 は 場
の 通 く 、 合
三 知 こ 入 に

） と 居 該

第 の（
し 四 警 第 明 第
よ 十 察 四 渡 四
う 三 本 十 し 十
と 条 部 三 の 二
す の 長 条 」 条
る 二 か 中 」 第
と ら に 一「

条 「
第 第 第 同 第
三 二 三 項 三
十 項 十 の 十
八 」 五 規 条
条 に 条 定 第
第 改 中 に 三
三 め よ 項「

ロ
に
掲
げ
る
特
定
公
共
賃
貸
住

住 次 定 賃 住
宅 の 公 貸 宅
に よ 共 住 の
入 う 賃 宅 項
居 に 貸 条 を
す 改 住 例 削
る め 宅 の る
こ る 条 一 。
と 。 例 部
が 改（
で 平 正
き 成 ）

警 が 者 当
察 で 又 す
本 き は る
部 る 同 事
長 。 居 由
は 者 の
、 が 有
そ 暴 無
の 力 に
職 団 つ
務 員 い
を で て

き 知 の 知 改 項
は 事 意 事 め 中
同 は 見 は 、 「
条 、 聴 、 一「
第 第 取 」 第 に
二 八 ） の 四 」
項 条 下 十 を
に の に 二 「
規 入 条 い「
定 居 法 第 ず
す の 第 一 れ
る 申 三 項 か

号 る 第 る 中
中 。 五 」 「

条 を 第「
又 第 一「
は 一 県 項
」 項 営 の
の 第 住 規
下 一 宅 定
に 号 の に

又 明 よ「
こ は 渡 る
の 第 し

宅
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

る 九
者 年
は 山
、 口
次 県
に 条
掲 例
げ 第
る 三
条 号
件 ）

行 あ 、
う る 警
に 疑 察
際 い 本
し が 部
て あ 長
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